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ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
枢
機
卿
と
ミ
デ
ィ
運
河
建
設

坂

野

正

則

は
じ
め
に

　

南
仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
ミ
デ
ィ
運
河
は
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
＝
セ
ト
間
に
一
六
六
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
開
削
さ
れ
、
全

長
は
二
四
〇
キ
ロ
に
及
ぶ
。
こ
の
事
業
は
、
大
西
洋
と
地
中
海
を
水
路
で
結
ぶ
と
い
う
歴
史
的
構
想
を
実
現
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
国

王
ル
イ
一
四
世
の
統
治
す
る
「
偉
大
な
る
世
紀
」
の
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
巨
大
イ
ン
フ
ラ
事
業
と
し
て
名
高
い
。

　

こ
の
運
河
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
主
に
三
つ
の
視
角
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
第
一
に
、
ミ
デ
ィ
運
河
の
建
設
者
ピ
エ
ー
ル
＝

ポ
ー
ル
・
リ
ケ
を
は
じ
め
と
す
る
工
事
に
直
接
携
わ
っ
た
人
物
に
関
す
る
「
英
雄
的
記
憶
」
を
継
承
す
る
伝
記
的
歴
史
記
述
で
あ
る
。

と
り
わ
け
リ
ケ
の
伝
記
は
数
多
い
。
第
二
は
社
会
経
済
史
的
分
析
で
、
こ
の
分
野
で
は
、
Ｅ
・
ル
＝
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
に
よ
る
ラ
ン
グ

ド
ッ
ク
地
方
の
農
村
史
・
経
済
史
研
究
が
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
運
河
の
水
運
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
域
経
済
に
果
た
し
た
運
河
の
役
割
、
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地
中
海
・
大
西
洋
を
含
む
国
際
的
次
元
で
の
交
易
と
の
関
連
を
含
む
多
様
な
研

究
が
そ
れ
に
続
き
、
そ
の
多
く
が
大
学
に
お
け
る
学
位
論
文
や
学
術
集
会
の
主

題
を
構
成
し
て
き
た
。
第
三
は
土
木
技
術
史
に
属
す
る
。
そ
こ
で
は
、
一
七
世

紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
技
術
水
準
の
高
さ
を
称
揚
す
る
古
典
的
視
座
に
立
つ
研

究
が
存
在
す
る
一
方
、
事
業
の
運
営
方
法
や
資
金
調
達
を
含
む
社
会
と
技
術
と

の
関
係
に
着
目
す
る
研
究
も
増
え
て
き
た
。
例
え
ば
Ｃ
・
ム
ケ
ル
ジ
の
研
究
は
、

ミ
デ
ィ
運
河
の
開
削
が
エ
リ
ー
ト
層
の
知
識
や
技
術
と
在
地
の
水
利
技
術
と
が

結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
分
野
へ
の
新

た
な
論
点
を
開
拓
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
Ｍ
・
オ
ブ
ラ
ン
＝
ブ
リ
エ
ル
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
研
究
視

角
と
し
て
、
運
河
建
設
の
計
画
決
定
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
政
治
的
役

割
を
提
起
す
る
。
と
り
わ
け
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
議
長
職
を
務
め
た

ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
シ
ャ
ル
ル
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ダ
ン
グ
リ
ュ
ル
・
ド
・
ブ
ル

モ
ン
と
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
果
た
し
た
王
国
政
府

と
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
域
社
会
と
の
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
や
、
地
域
内
部
に
お

け
る
諸
勢
力
の
調
停
方
法
に
着
目
す
る
。
た
し
か
に
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
は
フ

ラ
ン
ス
王
国
に
お
け
る
地
方
三
部
会
地
域
に
属
し
、
地
方
三
部
会
は
独
自
に
徴

税
の
枠
組
み
を
有
し
、
交
通
網
の
整
備
に
代
表
さ
れ
る
公
共
事
業
を
牽
引
す
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る
。
そ
の
中
で
、
地
方
三
部
会
の
聖
職
者
代
議
員
は
財
政
問
題
に
し
ば
し
ば
直
面
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
方
で
は
、
公
共
事
業

に
占
め
る
司
教
の
役
割
は
相
対
的
に
高
い
。
要
す
る
に
、
ミ
デ
ィ
運
河
建
設
の
実
現
に
は
、
リ
ケ
を
は
じ
め
と
す
る
建
設
者
や
技
師
に

よ
る
現
場
の
貢
献
と
財
務
総
監
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
コ
ル
ベ
ー
ル
を
中
心
と
す
る
「
重
商
主
義
」
的
国
家
戦
略
の
意
志
が
大
き
い

の
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
が
、
両
者
を
媒
介
す
る
司
教
の
役
割
は
看
過
で
き
な
い
。

　

オ
ブ
ラ
ン
＝
ブ
リ
エ
ル
の
先
行
研
究
が
ミ
デ
ィ
運
河
建
設
そ
の
も
の
に
着
目
す
る
の
に
対
し
、
本
稿
は
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
に

関
す
る
人
物
誌
研
究
の
手
法
を
取
る
。
彼
は
イ
タ
リ
ア
半
島
に
由
来
す
る
家
門
に
属
す
る
一
方
、
ベ
ジ
エ
司
教
・
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司

教
・
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
を
歴
任
し
、
こ
の
地
方
に
宗
教
的
・
社
会
的
影
響
力
を
及
ぼ
す
。
同
時
代
人
で
あ
る
サ
ン
＝
シ
モ
ン
が
「
彼

［
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
］
が
長
期
間
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
王
で
あ
っ
た
の
は
、
地
位
の
持
つ
権
威
、
宮
廷
に
お
け
る
信
用
、
こ

の
地
方
へ
の
愛
情
に
よ
る
」
と
記
し
た
の
は
、
こ
の
人
物
の
も
つ
独
特
な
性
格
を
よ
く
表
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
ピ

エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
が
、
い
か
な
る
人
脈
を
構
築
し
、
そ
の
人
脈
を
活
用
し
て
ミ
デ
ィ
運
河
の
建
設
事
業
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は

た
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

一　

家
系
と
履
歴

１　

ボ
ン
ジ
家
と
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
域
社
会
‐
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
ベ
ジ
エ
の
間
に
て
‐

　

ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
は
、
一
六
三
一
年
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
彼
が
ボ
ン
ジ
家
で
初
め
て
フ
ラ
ン
ス
と
接

触
を
持
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
家
系
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
わ
り
は
、
彼
の
四
世
代
前
に
遡
る
。

　

ピ
エ
ー
ル
の
高
祖
父
に
あ
た
る
ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ン
ジ
は
、
イ
タ
リ
ア
戦
争
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
陣
営
に
与
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し
、
そ
の
勲
功
が
彼
の
子
孫
に
高
位
の
聖
職
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ベ
ル
ト
の
息
子
ト
マ
（
一
世
）・
ボ
ン
ジ
は
、
一
五
四
七
年

以
来
イ
タ
リ
ア
人
が
着
任
し
て
き
た
ベ
ジ
エ
司
教
職
を
得
る
。
こ
れ
以
降
、
一
六
六
九
年
ま
で
ボ
ン
ジ
家
に
よ
る
ベ
ジ
エ
司
教
職
の
独

占
が
続
く
。

　

こ
の
家
系
に
は
三
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
メ
デ
ィ
チ
家
と
姻
戚
に
あ
た
る
一
方
、
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ド
・
メ

デ
ィ
シ
ス
を
介
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
王
室
に
も
連
な
る
。
ト
マ
（
一
世
）
は
母
方
の
ソ
デ
リ
ニ
家
を
介
し
て
前
ベ
ジ
エ
司
教
で
あ
る
ジ
ュ

リ
ア
ー
ノ
・
デ
ィ
・
メ
デ
ィ
チ
と
従
兄
弟
の
関
係
と
な
る
。
ま
た
、
同
じ
く
ベ
ジ
エ
司
教
を
務
め
た
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ス
ト
ロ
ッ
ツ
ィ

は
、
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
と
義
兄
弟
に
あ
た
る
一
方
、
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ド
・
メ
デ
ィ
シ
ス
の
従
兄
弟
で
も
あ
る
。
確
か
に
フ
ラ
ン
ス
王
室
と

ボ
ン
ジ
家
と
の
家
系
的
な
つ
な
が
り
は
直
接
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
遠
い
。
し
か
し
、
こ
の
家
門
は
一
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
メ

デ
ィ
チ
家
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
の
一
部
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
縁
戚
関
係
が
ボ
ン
ジ
家
に
よ
る
ベ
ジ
エ
司
教
職
の
独
占
に
有
効
に
働
く
。

　

第
二
の
特
徴
は
司
教
着
任
以
前
の
履
歴
に
あ
る
。
ま
ず
ボ
ン
ジ
家
が
輩
出
し
た
全
て
の
ベ
ジ
エ
司
教
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
生
ま
れ

る
。
た
だ
し
、
ト
マ
（
一
世
）
と
ジ
ャ
ン
・
ボ
ン
ジ
は
司
教
職
に
就
任
し
た
後
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
臣
民
に
帰
化
し
た
の
に
対
し
、
ト
マ

（
二
世
）
以
降
の
司
教
は
着
任
以
前
に
帰
化
し
て
い
る
。
帰
化
す
る
時
機
は
、彼
ら
の
受
け
る
教
育
や
霊
的
養
成
の
場
所
に
影
響
を
及
ぼ

す
。
ジ
ャ
ン
の
場
合
、
家
族
の
伝
統
に
従
い
、
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
に
お
い
て
法
学
（
教
会
法
と
市
民
法
の
両
法
）
の
博
士
号
を
取
得
す

る
。
彼
の
身
に
つ
け
た
専
門
知
識
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
や
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
は
じ
め
と
す
る
イ
タ
リ
ア
半
島
で
の
需
要
が
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
叔
父
の
ベ
ジ
エ
司
教
職
を
継
承
す
る
。
こ
う
し
た
行
動
の
背
景
に
は
、
ボ
ン
ジ
家
内
部
で
ベ
ジ
エ
司
教
職
の
継
承

を
前
提
と
し
た
養
成
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
イ
タ
リ
ア
半
島
で
教
育
を
受
け
た
司
教
が
、
カ
ト

リ
ッ
ク
（
対
抗
）
宗
教
改
革
運
動
の
先
端
的
知
見
を
ベ
ジ
エ
に
も
た
ら
す
。
他
方
、
ト
マ
（
二
世
）
は
六
歳
か
ら
ベ
ジ
エ
に
て
叔
父
の

監
督
下
で
教
育
を
受
け
た
後
、
ラ
・
フ
レ
シ
ュ
の
イ
エ
ズ
ス
会
学
院
に
て
学
ぶ
。
次
世
代
の
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
場
合
も
同
じ
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養
成
方
法
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
一
〇
歳
前
後
で
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
わ
た
り
、
ま
ず
ベ
ジ
エ
の
イ
エ
ズ
ス
会
学
院
に
通
い
、
パ

リ
で
神
学
を
学
ん
だ
後
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
学
で
教
会
法
の
博
士
号
を
取
得
す
る
。
こ
の
二
人
の
事
例
は
、
聖
職
者
の
養
成
を
含
め
た
ボ

ン
ジ
家
の
文
化
生
活
が
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
一
定
程
度
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
社
会
へ
の
定
着
の
度
合
は
、
第
三
の
特
徴
と
な
る
司
教
側
近
の
構
成
と
も
関
連
す
る
。
ト
マ
（
一
世
）
と
ジ
ャ
ン
は
、
同

郷
人
を
側
近
と
し
て
周
囲
に
お
く
。
前
者
は
、
ベ
ジ
エ
か
ら
ロ
ー
マ
へ
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
都
市
貴
族
を
自
ら
の
使
者
と
し
て
派
遣
す
る

一
方
、
ベ
ジ
エ
司
教
区
に
関
連
す
る
恒
常
的
な
役
職
に
も
ト
ス
カ
ナ
地
方
出
身
の
聖
職
者
を
任
用
す
る
。
例
え
ば
、
オ
ラ
ツ
ィ
オ
・

ジ
ャ
コ
ヴ
ィ
ニ
は
一
五
八
〇
年
に
ベ
ジ
エ
司
教
館
の
管
理
を
担
当
し
て
お
り
、
一
五
七
八
年
に
テ
ィ
モ
テ
オ
・
ム
ッ
シ
は
司
教
総
代
理

の
職
に
就
く
。
こ
う
し
た
聖
職
者
の
任
用
手
法
は
、
後
継
者
の
ジ
ャ
ン
に
も
継
承
さ
れ
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
出
身
の
ポ
リ
ド
ー
ロ
・

ジ
ェ
ヌ
イ
ー
ニ
は
、
一
五
九
九
年
に
ジ
ャ
ン
の
司
教
館
付
司
祭
と
し
て
働
い
て
お
り
、
そ
の
後
一
六
二
〇
年
代
ま
で
ボ
ン
ジ
家
に
仕
え

た
後
、
国
王
ル
イ
一
三
世
の
母
后
マ
リ
・
ド
・
メ
デ
ィ
シ
ス
の
居
館
付
司
祭
と
な
る
。
他
方
、
こ
の
母
后
か
ら
ジ
ャ
ン
の
下
に
移
り
、

一
六
〇
三
年
に
ベ
ジ
エ
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
な
ら
び
に
司
教
総
代
理
に
就
任
し
て
い
た
の
が
、
ジ
ャ
コ
ー
モ
・
カ
タ
ス
テ
ィ
ー
ニ

で
あ
る
。
彼
は
、
ジ
ャ
ン
が
一
六
一
一
年
に
枢
機
卿
に
選
出
さ
れ
て
以
降
も
、
ロ
ー
マ
の
使
徒
座
書
記
官
で
あ
っ
た
イ
タ
リ
ア
半
島
出

身
の
グ
リ
エ
ル
モ
・
フ
ァ
ブ
リ
、
一
六
二
九
年
に
ア
グ
ド
司
教
に
着
座
す
る
ベ
ジ
エ
司
教
区
出
身
の
フ
ル
ク
ラ
ン
・
ド
・
バ
レ
ス
と
共

に
司
教
総
代
理
を
務
め
る
。
ジ
ャ
ン
は
ロ
ー
マ
滞
在
を
含
め
て
ベ
ジ
エ
を
長
期
に
不
在
と
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
た
め
、
司
教

総
代
理
が
実
質
上
、
司
教
区
を
統
括
す
る
役
割
を
も
つ
。
そ
の
後
、
カ
タ
ス
テ
ィ
ー
ニ
は
、
一
六
四
六
年
の
ク
レ
マ
ン
・
ド
・
ボ
ン
ジ

の
時
代
ま
で
聖
堂
参
事
会
員
を
務
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
司
教
の
側
近
は
聖
職
者
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
一
六
世
紀
の
宗
教

戦
争
の
時
代
に
は
、
同
郷
軍
人
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、
一
五
七
六
年
に
ト
マ
（
一
世
）
は
軍
職
に
あ
る
甥
を
ラ
ン
グ
ド
ッ

ク
地
方
へ
呼
び
寄
せ
、
改
革
（
カ
ル
ヴ
ァ
ン
）
派
勢
力
と
結
ぶ
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
総
督
の
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
公
に
対
抗
し
て
、
自
身
の
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安
全
を
守
ら
せ
た
。
ま
た
、
一
五
八
四
年
か
ら
九
五
年
に
か
け
て
、
ポ
ン
ぺ
オ
・
シ
ル
バ
ニ
率
い
る
イ
タ
リ
ア
人
守
備
部
隊
が
ベ
ジ
エ

に
駐
屯
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
ボ
ン
ジ
家
の
第
三
世
代
以
降
の
側
近
の
中
に
占
め
る
イ
タ
リ
ア
系
の
割
合
は
は
る
か
に
減
少
す
る
。
こ
の

こ
と
は
、
近
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
外
国
人
研
究
を
開
拓
し
た
Ｊ
・
Ｆ
・
デ
ュ
ボ
ス
ト
が
お
こ
な
っ
た
一
六
二
八
年
の
ト
マ
（
二
世
）

と
一
六
九
五
年
の
ピ
エ
ー
ル
の
遺
言
状
に
現
れ
る
人
名
の
比
較
考
察
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
で
は
イ
タ
リ
ア
人
を
想
起
さ
せ
る
名

前
は
極
端
に
少
な
い
。

　

最
後
に
、
ロ
ー
マ
教
皇
・
フ
ラ
ン
ス
国
王
・
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
間
で
、
ボ
ン
ジ
家
が
果
た
し
た
独
特
の
役
割
を
論
じ
る
。

一
五
一
六
年
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
と
ロ
ー
マ
教
皇
レ
オ
一
〇
世
と
の
間
で
結
ば
れ
た
「
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
政
教
協
約
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
王

に
司
教
職
の
指
名
権
を
留
保
さ
せ
る
。
他
方
、
一
六
世
紀
に
は
フ
ラ
ン
ス
教
会
で
の
イ
タ
リ
ア
人
司
教
の
も
つ
役
割
は
大
き
い
た
め
、

教
皇
・
国
王
・
司
教
三
者
の
関
係
は
多
元
的
で
あ
る
。
ボ
ン
ジ
家
の
場
合
、
ト
マ
（
一
世
）
や
ジ
ャ
ン
は
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世

紀
前
半
に
か
け
て
定
期
的
に
使
徒
座
訪
問
（A

d Lim
ina

）
を
行
い
、
司
教
自
身
が
ロ
ー
マ
を
訪
問
で
き
な
い
場
合
に
は
、
ベ
ジ
エ
司

教
座
聖
堂
参
事
会
員
が
代
理
人
と
し
て
、
司
教
区
の
状
況
を
記
録
し
た
報
告
書
を
教
皇
に
提
出
し
て
い
た
。
使
徒
座
訪
問
に
関
連
す
る

こ
れ
ら
一
連
の
行
動
は
、
教
皇
よ
り
各
司
教
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
内
で
実
践
し
て
い
た
司
教
は
少
数
に
と

ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
ベ
ジ
エ
司
教
と
ロ
ー
マ
教
皇
と
の
間
に
は
、
固
有
の
連
絡
経
路
が
形
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
家
系
は
フ
ラ
ン

ス
国
王
へ
の
忠
誠
心
を
一
貫
し
て
保
つ
一
方
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
に
お
い
て
は
伝
統
的
・
地
域
的
な
影
響
力
か
ら
一
定
程
度
距
離
を

置
く
。
例
え
ば
、
宗
教
戦
争
の
後
半
期
に
は
、
地
方
総
督
で
あ
る
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
公
に
従
い
、
ア
ン
リ
四
世
の
国
王
即
位
に
賛
同
す
る

が
、
宗
教
戦
争
前
半
期
や
一
六
三
〇
年
代
の
王
弟
オ
ル
レ
ア
ン
公
ガ
ス
ト
ン
の
反
乱
に
お
い
て
は
、
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
公
の
陣
営
に
加
担

し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
性
格
を
示
す
。
こ
こ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
ロ
ー
マ
教
皇
と
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
社
会
に
対
す
る
ボ
ン
ジ
家
の
姿

勢
は
、
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
か
ら
媒
介
的
・
仲
介
的
機
能
を
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
代
表
例
が
、
ト
マ
（
一
世
）
に
よ
る
ア
ン
リ
四
世
赦
免
へ
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向
け
た
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
八
世
の
説
得
と
、
ジ
ャ
ン
に
よ
る
ア
ン
リ
四
世
と
マ
リ
・
ド
・
メ
デ
ィ
シ
ス
と
の
婚
姻
に
関
す
る
外
交
交
渉

で
あ
る
。　

　

と
こ
ろ
で
、
ボ
ン
ジ
家
は
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
域
社
会
内
部
に
全
く
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ジ
ャ
ン
は
司

教
区
を
不
在
に
す
る
こ
と
が
多
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
宗
教
戦
争
以
後
失
わ
れ
て
き
た
ボ
ン
ジ
家
の
所
領
を
回
復
・
拡
大
す
る
作
業
に
積

極
的
に
取
り
組
む
。
一
五
九
八
年
に
ポ
ン
ペ
オ
・
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
が
所
有
し
て
き
た
カ
ス
テ
ル
ノ
の
所
領
を
買
い
戻
し
、
一
六
〇
五
年
に

は
ヴ
ェ
ラ
ン
の
所
領
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
領
主
か
ら
手
に
入
れ
、
甥
の
ト
マ
（
二
世
）
に
与
え
る
。
他
方
、
ベ
ジ
エ
司
教
区
の
外
部
で
、

二
つ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
系
大
修
道
院
か
ら
所
得
を
得
る
。
す
な
わ
ち
、
一
六
一
一
年
に
ロ
デ
ー
ヴ
司
教
区
の
サ
ン
＝
ギ
レ
ム
＝
ル
＝

デ
ゼ
ル
の
受
託
大
修
道
院
長
（abbé com
m

endataire

）
に
就
任
し
た
後
、
一
六
一
五
年
に
は
モ
ン
プ
リ
エ
司
教
区
に
あ
る
サ
ン
＝

ソ
ヴ
ル
・
ダ
ニ
ア
ン
ヌ
の
受
託
大
修
道
院
長
職
に
就
く
。
こ
れ
以
後
、
前
者
の
大
修
道
院
職
は
ト
マ
（
二
世
）
ま
で
ボ
ン
ジ
家
で
引
き

継
ぐ
一
方
、
後
者
の
大
修
道
院
職
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
時
代
ま
で
ベ
ジ
エ
司
教
が
継
承
す
る
。

　

２　

ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
経
歴

　

つ
ぎ
に
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
自
身
の
経
歴
を
検
討
し
た
い
。
彼
は
、
貿
易
業
・
金
融
業
を
営
み
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
参
事
会

の
構
成
員
で
あ
る
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ボ
ン
ジ
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
渡
航
後
の
教
育
や
聖
職
者
と
し
て
の
養
成
は
、

叔
父
に
あ
た
る
ベ
ジ
エ
司
教
の
ク
レ
マ
ン
・
ボ
ン
ジ
に
よ
る
後
見
の
下
に
進
め
ら
れ
た
。

　

一
六
五
九
年
の
聖
霊
降
臨
祭
の
祝
日
に
司
祭
に
叙
階
さ
れ
、
そ
の
数
ヵ
月
後
に
叔
父
の
司
教
職
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
前

の
一
六
五
四
年
に
叔
父
の
も
つ
サ
ン
＝
ソ
ヴ
ル
・
ダ
ニ
ア
ン
ヌ
の
受
託
大
修
道
院
長
職
を
相
続
し
、
翌
五
五
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
全
国
聖

職
者
会
議
に
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
管
区
の
代
表
と
し
て
出
席
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
六
六
九
年
か
ら
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
を
務
め
た
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後
、
一
六
七
二
年
に
枢
機
卿
、
さ
ら
に
一
六
七
三
年
か
ら
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
に
着
座
す
る
。
他
方
、
家
門
に
由
来
す
る
大
修
道
院
長

職
に
加
え
、
一
六
八
〇
年
か
ら
九
七
年
に
か
け
て
ア
グ
ド
司
教
区
に
あ
る
ヴ
ァ
ル
マ
ニ
ュ
大
修
道
院
、
お
よ
び
取
得
年
代
は
不
明
で
あ

る
が
一
七
〇
二
年
ま
で
ル
・
ピ
ュ
イ
司
教
区
に
あ
る
サ
ン
＝
シ
ャ
フ
ル
＝
ル
＝
ム
ス
テ
ィ
エ
の
受
託
大
修
道
院
長
職
を
得
る
。
そ
の

後
、
一
七
〇
三
年
に
モ
ン
プ
リ
エ
に
て
死
去
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
前
半
生
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
ボ
ン
ジ
家
が
継
承
し
て
き
た
外
交
的
役
割
で
あ
る
。
ま

ず
、
彼
は
一
六
五
〇
年
代
中
葉
よ
り
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
周
囲
で
ト
ス
カ
ナ
大
公
と
の
間
を
仲
介
し
て
お
り
、
一
六
五
九
年
に
ト
ス
カ
ナ

大
公
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
二
世
の
使
節
と
し
て
、
ピ
レ
ネ
ー
条
約
へ
向
け
た
外
交
交
渉
な
ら
び
に
ル
イ
一
四
世
と
ス
ペ
イ
ン
王
女
マ

リ
・
テ
レ
ズ
と
の
婚
姻
に
立
ち
会
う
。

　

ベ
ジ
エ
司
教
に
着
任
後
も
、
彼
は
、
宰
相
マ
ザ
ラ
ン
に
は
じ
ま
り
、
後
に
は
財
務
総
監
コ
ル
ベ
ー
ル
や
外
事
国
務
卿
ユ
グ
・
ド
・
リ

オ
ン
ヌ
の
信
頼
を
得
て
、
外
交
官
と
し
て
の
経
験
を
積
み
重
ね
る
。
一
六
六
一
年
に
ト
ス
カ
ナ
大
公
は
、
息
子
で
後
の
コ
ジ
モ
三
世
と

ル
イ
一
四
世
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
オ
ル
レ
ア
ン
公
ガ
ス
ト
ン
の
娘
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ル
イ
ー
ズ
・
ド
ル
レ
ア
ン
と
の
婚
姻
に
関
す
る
交

渉
を
彼
に
委
ね
る
一
方
、
ル
イ
一
四
世
も
彼
を
特
使
に
任
じ
、
こ
の
新
婦
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
ま
で
付
き
添
わ
せ
る
。
次
に
、
一
六
六
二

年
か
ら
六
五
年
に
か
け
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
駐
在
の
フ
ラ
ン
ス
王
国
大
使
を
務
め
る
。
こ
の
時
期
に
外
事
国
務
卿
か
ら
与
え
ら
れ
た
主

要
な
外
交
任
務
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
め
ぐ
る
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
関
係
に
フ
ラ
ン
ス
が
介
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
時
に
彼
に
は

複
数
の
諜
報
任
務
が
課
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
鏡
製
造
の
王
立
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
財
務
総
監

の
意
を
受
け
て
、
彼
は
ム
ラ
ノ
島
に
い
る
鏡
職
人
を
秘
密
裏
に
フ
ラ
ン
ス
に
連
れ
て
く
る
段
取
り
を
組
む
。

　

他
方
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
と
東
欧
と
の
関
わ
り
は
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
変
わ
る
が
、
一
六
六
五
年
か
ら
六
八
年
に
か
け

て
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
行
わ
れ
た
外
交
と
し
て
継
続
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
外
交
課
題
は
王
位
継
承
問
題
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
ヤ
ン
二
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世
カ
ジ
ミ
ェ
シ
ュ
は
、「
大
洪
水
」
と
呼
ば
れ
る
国
内
外
の
動
乱
に

疲
弊
し
、
退
位
を
計
画
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
外

事
国
務
卿
は
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
を
派
遣
し
、
国
王
の
退
位
を

思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
と
同
時
に
、
そ
の
王
妃
で
あ
り
イ
タ
リ
ア
系
フ

ラ
ン
ス
貴
族
家
門
出
身
の
マ
リ
＝
ル
イ
ズ
・
ド
・
ゴ
ン
ザ
ー
グ
と
協

力
し
て
次
期
国
王
の
候
補
者
と
し
て
コ
ン
デ
公
ル
イ
二
世
を
擁
立
さ

せ
よ
う
と
画
策
す
る
。
ベ
ジ
エ
司
教
は
議
会
内
部
へ
働
き
か
け
る
一

方
、
国
王
派
へ
の
金
銭
的
援
助
を
行
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
計

画
は
挫
折
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク

家
の
推
す
候
補
者
が
王
位
に
就
く
こ
と
は
阻
止
で
き
、
国
王
退
位
の

諸
条
件
を
整
備
す
る
。
そ
の
結
果
、
ヤ
ン
二
世
は
複
数
の
大
修
道
院

長
職
の
聖
職
禄
を
経
済
的
基
盤
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
で
余
生
を
送
る
。
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
主
要
な
外
交
任
務
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
で

完
了
し
、
こ
れ
以
降
は
基
本
的
に
南
仏
司
教
と
し
て
の
仕
事
に
専
念
す
る
。
し
か
し
、
彼
が
外
交
的
役
割
を
担
う
中
で
培
っ
た
宮
廷
内

部
の
人
間
関
係
は
、
彼
の
後
半
生
の
活
動
を
支
え
る
基
盤
と
な
る
。
確
か
に
ユ
グ
・
ド
・
リ
オ
ン
ヌ
は
一
六
七
一
年
に
亡
く
な
っ
て
し

ま
う
が
、
コ
ル
ベ
ー
ル
と
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
と
の
関
係
は
そ
れ
以
降
も
続
く
。

（　

）
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二　

南
仏
に
お
け
る
人
脈
の
形
成

　

こ
こ
で
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
が
南
フ
ラ
ン
ス
で
ど
の
よ
う
な
人
脈
を
形
成
し
た
か
を
、
姻
戚
・
財
務
取
扱
人
・
司
教
の
三

類
型
に
分
類
し
て
考
察
し
、
ミ
デ
ィ
運
河
建
設
支
援
の
前
提
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
。

１　

カ
ス
ト
リ
侯
ラ
・
ク
ロ
ワ
家
と
の
姻
戚
関
係

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
職
者
は
結
婚
し
子
供
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
血
縁
を
通
じ
て
一
族
の
社
会
的
・
政
治
的
影
響
力

を
拡
大
す
る
た
め
に
は
、
兄
弟
や
姉
妹
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
ボ
ン
ジ
家
も
例
外
で
は
な
い
。
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
場
合
に

は
、
一
六
二
六
年
に
マ
ン
ト
ヴ
ァ
で
生
ま
れ
た
エ
リ
ザ
ベ
ト
（
イ
ザ
ボ
）
と
マ
リ
と
い
う
二
人
の
姉
妹
が
そ
の
役
割
を
担
う
。
前
者

は
、
カ
ス
ト
リ
侯
ル
ネ
・
ガ
ス
パ
ル
・
ド
・
ラ
・
ク
ロ
ワ
と
、
後
者
は
ケ
リ
ュ
侯
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
が
、
両
家
は
共
に
ラ
ン
グ
ド
ッ

ク
地
方
三
部
会
の
貴
族
代
議
員
（baron
）
で
あ
っ
た
。
マ
リ
に
関
す
る
情
報
は
極
端
に
少
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
エ
リ
ザ
ベ
ト
お
よ

び
カ
ス
ト
リ
侯
に
つ
い
て
把
握
で
き
る
情
報
を
再
構
成
し
、
こ
の
婚
姻
の
も
た
ら
す
影
響
力
の
射
程
を
検
討
し
た
い
。

　

エ
リ
ザ
ベ
ト
は
弟
の
ピ
エ
ー
ル
と
同
じ
く
、
叔
父
の
ク
レ
マ
ン
司
教
の
後
見
の
下
に
育
て
ら
れ
た
。
一
六
四
四
年
に
ラ
・
ク
ロ
ワ
家

に
嫁
ぐ
が
、
そ
の
背
景
に
は
両
家
の
婚
姻
を
通
じ
た
思
惑
が
あ
る
。
ま
ず
ボ
ン
ジ
家
は
、
一
五
世
紀
後
半
か
ら
続
く
モ
ン
プ
リ
エ
の
貴

族
家
系
に
エ
リ
ザ
ベ
ト
を
嫁
が
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
エ
リ
ー
ト
社
会
に
お
け
る
家
門
の
基
盤
を
固
め
よ
う
と
す
る
。
実
際
、
ク

レ
マ
ン
は
彼
女
に
自
ら
の
聖
職
禄
か
ら
七
五
〇
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
の
嫁
資
を
与
え
る
。

　

他
方
、
ラ
・
ク
ロ
ワ
家
は
、
中
世
以
来
の
名
門
家
系
で
あ
り
、
一
七
世
紀
前
半
に
ロ
ア
ン
公
率
い
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
反
乱
軍
に

居
城
を
破
壊
さ
れ
た
後
、
伯
位
と
モ
ン
プ
リ
エ
の
コ
ン
シ
ュ
ラ
職
を
フ
ラ
ン
ス
王
権
よ
り
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
公

（　

）
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ア
ン
リ
二
世
の
反
乱
に
巻
き
こ
ま
れ
、
リ
シ
ュ
リ
ュ
を
は
じ
め

と
す
る
王
権
側
か
ら
不
興
を
買
い
、
貴
族
代
議
員
と
し
て
地
方

三
部
会
に
参
加
す
る
権
利
を
失
う
。

　

危
機
に
瀕
し
た
ラ
・
ク
ロ
ワ
家
は
、
宮
廷
に
影
響
力
を
も
つ

ボ
ン
ジ
家
と
姻
戚
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
、
王
権
側
の
信
頼
を
挽

回
し
よ
う
と
試
み
る
。
事
実
、
ル
ネ
・
ガ
ス
パ
ル
と
エ
リ
ザ
ベ

ト
と
の
婚
姻
成
立
か
ら
一
年
後
に
、
地
方
三
部
会
の
貴
族
代
議

員
職
を
取
り
戻
す
。
さ
ら
に
、
カ
ス
ト
リ
の
所
領
は
侯
領
に
格

上
げ
と
な
る
一
方
、
そ
の
領
域
も
拡
大
す
る
。
さ
ら
に
一
六
四
六

年
に
は
ソ
ミ
エ
ル
の
都
市
守
備
司
令
官
（gouverneur

）
に
就

任
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ベ
ジ
エ
司
教
に
就
任
し
た
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
が
、
宮
廷
内
部
で
マ
ザ
ラ
ン
か
ら
厚
い
信
任
を
得
る
に
つ
れ
、
こ

の
司
教
の
も
つ
影
響
力
が
ラ
・
ク
ロ
ワ
家
に
対
し
、
よ
り
有
力
な
官
職
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ジ
エ
司
教
着
座
の
翌
年
に
あ
た

る
一
六
六
〇
年
に
、
ル
ネ
・
ガ
ス
パ
ル
は
、
モ
ン
プ
リ
エ
の
都
市
守
備
司
令
官
に
就
任
し
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
着
座
の
前
年
に
あ
た

る
一
六
六
八
年
に
は
、
低
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
地
方
総
督
補
佐
官
（lieutenant général du Roi

）
に
着
任
す
る
。
そ
の
後
、
ラ

ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
議
長
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
は
、
し
ば
し
ば
カ
ス
ト
リ
を
訪
問
す
る
一

方
、
ル
ネ
・
ガ
ス
パ
ル
は
、
都
市
モ
ン
プ
リ
エ
や
こ
の
都
市
に
拠
点
を
置
く
租
税
法
院
の
利
害
と
枢
機
卿
と
を
媒
介
す
る
役
割
を
果
た

す
。

（　
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（ジャン・ド・トロワ、1666 年頃、ファブル
美術館（モンプリエ）所蔵）
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と
こ
ろ
で
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
は
、
ル
ネ
・
ガ
ス
パ
ル
と
エ
リ
ザ
ベ
ト
と
の
間
に
生
ま
れ
た
甥
も
保
護
す
る
。
そ
の
う
ち
、
兄

の
ア
ル
マ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ラ
・
ク
ロ
ワ
・
ド
・
カ
ス
ト
リ
（
一
六
五
九
‐
一
七
四
七
）
は
、
一
六
七
四
年
に
父
の
死
去
に
伴
い

モ
ン
プ
リ
エ
の
都
市
守
備
司
令
官
職
を
継
い
だ
が
、
そ
の
後
聖
職
者
の
道
を
選
び
、
一
六
九
八
年
に
ヴ
ァ
ル
マ
ニ
ュ
大
修
道
院
長
職
を

叔
父
か
ら
継
ぎ
、
一
七
一
六
年
に
王
国
政
府
の
宗
教
会
議
（Conseil de conscience

）
の
構
成
員
と
な
る
。
翌
一
七
年
に
ト
ゥ
ー
ル

大
司
教
、
一
九
年
に
ア
ル
ビ
大
司
教
に
就
任
す
る
。
他
方
、
弟
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
カ
ス
ト
リ
は
、
カ
ス
ト
リ
侯
と
し

て
父
の
活
動
を
受
け
継
ぐ
。
一
六
九
三
年
に
叔
父
の
仲
介
に
よ
り
、
モ
ン
テ
ス
パ
ン
夫
人
の
姪
と
結
婚
し
、
一
七
一
九
年
に
モ
ン
プ
リ

エ
の
都
市
守
備
司
令
官
に
着
任
し
、
叔
父
が
そ
の
建
設
に
精
力
を
傾
け
た
セ
ト
港
の
管
理
・
運
営
権
を
一
二
〇
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
で
購
入

す
る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
聖
職
者
と
し
て
の
職
能
と
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
に
お
け
る
地
域
戦
略
と
は
、
ラ
・
ク

ロ
ワ
家
の
二
人
の
甥
に
継
承
さ
れ
た
。

２　

財
務
取
扱
人

　

近
世
フ
ラ
ン
ス
の
司
教
は
司
教
区
の
教
会
組
織
を
監
督
す
る
と
同
時
に
、
聖
職
禄
や
領
主
権
を
は
じ
め
と
す
る
諸
特
権
を
享
受
し
、

所
領
経
営
で
上
が
る
収
入
の
管
理
を
行
う
。
と
り
わ
け
、
地
方
三
部
会
地
域
に
属
す
る
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
司
教
は
、
各
司
教
区
に

お
け
る
十
分
の
一
税
の
徴
税
請
負
業
務
や
、
国
王
か
ら
聖
職
者
へ
の
事
実
上
の
課
税
負
担
と
な
る
聖
職
者
上
納
金
（don gratuit

）

の
前
貸
し
に
代
表
さ
れ
る
金
融
業
務
を
通
じ
て
、
財
務
取
扱
人
（financiers

）
へ
の
依
存
度
を
強
め
て
い
く
。
彼
ら
は
、
近
世
フ
ラ
ン

ス
に
お
い
て
徴
税
請
負
・
官
職
の
売
買
や
相
続
・
各
種
の
前
貸
し
な
ど
に
従
事
す
る
金
融
業
者
で
あ
り
、
ピ
エ
ー
ル
＝
ポ
ー
ル
・
リ
ケ

も
ベ
ジ
エ
に
拠
点
を
置
き
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
・
ル
シ
オ
ン
各
地
方
で
の
塩
税
に
つ
い
て
の
徴
税
請
負
業
務
を
行
う
財
務
取
扱
人
集
団
に

属
す
る
。
し
た
が
っ
て
ベ
ジ
エ
司
教
も
こ
う
し
た
財
務
環
境
と
無
縁
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
六
四
四
年
に
モ
ン
プ
リ
エ
の
フ
ラ
ン
ス

（　

）
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財
務
官
に
就
任
し
た
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ル
ゼ
や
彼
と
連
携
す
る
財
務
取
扱
人
集
団
に
よ
る
財
政
支
援
が
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
ラ

ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
で
の
卓
越
し
た
行
動
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
確
か
に
財
務
取
扱
人
の
多
数
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
か
ら
構
成
さ

れ
る
が
、
少
数
派
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
存
在
す
る
こ
と
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
サ
ル
ト
ル
家
は
一
六
〇
一

年
か
ら
三
三
年
に
か
け
て
ベ
ジ
エ
司
教
区
の
徴
税
官
を
務
め
る
中
で
有
力
な
財
務
取
扱
人
家
系
と
し
て
台
頭
し
て
く
る
一
方
、
こ
の
家

系
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
に
属
す
る
。
ベ
ジ
エ
で
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
を
推
進
す
る
ボ
ン
ジ
家
と
サ
ル
ト
ル
家
と
が
積
極
的
に
交
際
し
た
と
は

考
え
に
く
い
が
、
金
融
業
務
を
通
じ
て
生
ま
れ
た
宗
派
を
越
え
た
人
脈
の
一
部
と
し
て
確
認
で
き
る
。

　

ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
が
よ
り
強
い
信
頼
を
置
い
た
財
務
取
扱
人
は
、
ピ
エ
ー
ル
＝
ル
イ
・
レ
シ
ュ
・
ド
・
ペ
ノ
テ
ィ
エ
で
あ

る
。
彼
の
一
族
は
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン
ヌ
の
商
人
と
し
て
財
を
な
し
、
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン
ヌ
司
教
区
の
徴
税
官
を
務
め
、
一
五
六
〇
年
に
は
ラ

ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
の
財
務
官
の
官
職
を
購
入
す
る
。
こ
の
官
職
は
、
各
種
定
期
金
の
管
理
、
聖
職
者
献
上
金
の
継
続
や
そ
の
た

め
の
前
貸
し
を
実
施
し
、
地
方
三
部
会
で
決
め
ら
れ
た
公
共
事
業
を
進
め
る
資
金
を
調
達
す
る
と
同
時
に
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
に
属

す
る
各
司
教
区
の
財
務
部
門
は
、
こ
の
官
職
の
配
下
に
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ペ
ノ
テ
ィ
エ
家
は
、
ピ
エ
ー
ル
＝
ル
イ
の
時
代
も
含

め
一
七
一
〇
年
ま
で
約
一
世
紀
半
に
わ
た
り
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
の
財
政
部
門
を
掌
握
す
る
。
確
か
に
、
一
六
三
〇
年
代
の
モ

ン
モ
ラ
ン
シ
公
の
反
乱
は
、
公
と
の
結
び
つ
き
の
強
か
っ
た
こ
の
家
系
に
、
主
要
な
財
務
官
職
を
失
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
一
門
は
婚
姻
戦
略
を
駆
使
し
て
そ
の
状
況
を
挽
回
す
る
。
例
え
ば
、
一
六
六
四
年
に
ピ
エ
ー
ル
＝
ル
イ
・
レ
シ
ュ
は
、
マ
ド

レ
ヌ
・
ル
・
セ
ク
と
結
婚
す
る
が
、
彼
女
は
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
の
財
務
部
門
に
お
け
る
同
僚
の
娘
に
あ
た
る
。
他
方
、
ベ
ジ

エ
や
モ
ン
プ
リ
エ
の
財
務
取
扱
人
家
系
と
の
姻
戚
関
係
を
通
じ
て
、
ペ
ノ
テ
ィ
エ
家
の
実
業
を
拡
大
す
る
。
そ
の
代
表
的
事
例
が
、
ベ

ジ
エ
出
身
の
サ
ル
ト
ル
家
や
モ
ン
プ
リ
エ
出
身
の
ボ
ス
ク
家
と
の
婚
姻
で
あ
り
、
両
家
と
も
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
信
徒
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

に
入
れ
れ
ば
、
彼
は
し
ば
し
ば
異
宗
派
婚
を
含
め
た
多
様
な
人
間
関
係
を
構
築
し
、
事
業
の
拡
大
に
努
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
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）
 44

（　

）
 45

（　

）
 46



146

武蔵大学人文学会雑誌　第 46 巻第 1 号

こ
う
し
た
戦
略
が
司
教
を
は
じ
め
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
の
不
信
を
買
う
こ
と
は
少
な
い
。
一
六
六
九
年
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
聖
職

者
上
納
金
総
徴
税
官
（receveur général du clergé de France

）
に
就
任
し
、
そ
の
財
力
は
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
に
と
ど
ま

ら
ず
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
廷
に
も
及
ぶ
。
他
方
、
彼
は
獲
得
し
た
財
産
を
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
で
の
多
角
的
な
事
業
経
営
に
投
資
す
る
。

彼
の
起
こ
し
た
代
表
的
な
事
業
の
中
に
は
、
王
立
鉱
山
会
社
（
一
六
六
六
年
）、
セ
ト
商
事
会
社
（
一
六
六
九
年
）、
レ
ヴ
ァ
ン
ト
会
社

（
一
六
七
〇
年
）、
毛
織
物
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
含
ま
れ
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
に
お
い
て
、
コ
ル
ベ
ー
ル
の
「
重
商
主
義
」
政
策

の
一
翼
を
担
う
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
彼
の
ミ
デ
ィ
運
河
へ
の
関
与
を
検
討
し
て
み
る
。
ま
ず
、
運
河
建
設
に
お
け
る
資
金
の
調
達

に
お
い
て
、
彼
は
リ
ケ
に
個
人
の
資
格
で
前
貸
し
を
行
っ
て
お
り
、
完
成
後
は
運
河
の
三
分
の
一
の
相
続
権
を
手
に
入
れ
、
そ
こ
に
は

運
河
の
通
航
税
収
入
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
、
ミ
デ
ィ
運
河
は
こ
の
地
方
に
お
け
る
事
業
投
資
の
一
環
を
な
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
彼
の
宮
廷
人
と
の
交
際
が
、
一
六
七
六
年
の
ブ
ラ
ン
ヴ
ィ
リ
エ
侯
夫
人
に
よ
る
毒
殺
事
件
へ
の
関
与
の
疑
惑
を
生
み
だ

す
契
機
と
な
る
。
こ
の
事
件
の
結
果
、
彼
は
一
年
以
上
に
わ
た
り
投
獄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
宮
廷
内
部
で
こ
の
嫌
疑
を
晴
ら
す
よ

う
名
誉
挽
回
運
動
を
主
導
し
た
の
が
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
を
筆
頭
と
す
る
高
位
聖
職
者
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
連
の
宮
廷
内

の
毒
殺
事
件
が
終
結
し
た
一
六
八
二
年
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
聖
職
者
会
議
へ
聖
職
者
上
納
金
を
融
資
す
る
立
場
に
復
帰
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
こ
の
事
件
は
、
司
教
を
は
じ
め
と
す
る
高
位
聖
職
者
と
財
務
取
扱
人
と
の
緊
密
な
関
係
を
示
す
。

３　

司
教

　

司
教
の
選
任
と
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
人
脈
形
成
と
は
、
原
理
的
に
は
全
く
親
和
性
を
持
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
司
教
選
任
の

権
能
は
国
王
に
あ
り
、
マ
ザ
ラ
ン
や
コ
ル
ベ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
王
国
政
府
の
首
脳
の
意
向
が
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
多
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
一
七
世
紀
の
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
で
は
、
司
教
団
が
他
の
二
身
分
を
凌
駕
し
て
優
位
を
保
つ
。
そ
の
主
要
な
社
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会
的
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
三
部
会
内
部
に
お
け
る
有
力
市
民
層
の
寡
頭
体
制
が
脆
弱
で
あ
る
一
方
、
司
教
は
国
王
か
ら
指
名
さ
れ
る

た
め
、
次
第
に
王
権
側
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
司
教
団
は
、
王
国
政
府
が
行
う
三
部
会
へ
の
各

種
の
要
求
に
対
し
、
自
ら
の
持
つ
家
柄
・
経
験
・
持
続
性
を
活
用
し
て
、
議
会
内
部
で
政
治
的
術
策
を
伴
う
利
害
調
整
を
行
う
。
こ
う

し
た
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
司
教
が
持
つ
特
性
が
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
に
司
教
団
を
束
ね
る
役
割
を
持
た
せ
る
よ
う
促
す
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
で
は
地
方
三
部
会
と
司
教
と
の
関
わ
り
、
な
ら
び
に
司
教
就
任
の
特
徴
を
検
討
す
る
。

　

Ｗ
・
バ
イ
ク
は
、
三
部
会
内
部
で
の
司
教
団
の
影
響
力
が
拡
大
す
る
こ
と
と
司
教
お
よ
び
司
教
代
理
の
審
議
へ
の
出
席
率
の
増
加
が

相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
イ
一
三
世
期
に
は
審
議
に
出
席
す
る
司
教
の
平
均
人
数
は
九
・
六
名
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
一
六
七
一
年
以
降
は
一
四
・
二
名
に
増
加
し
、
司
教
代
理
の
出
席
者
数
も
こ
の
値
の
推
移
に
比
例
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
六
七
一
年
か
ら
八
五
年
に
か
け
て
の
時
期
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
司
教
区
に
つ
い
て
司
教
も
し
く
は
司
教
代
理
が
審
議
に
出
席
し
て
い

る
。
こ
の
時
期
は
ミ
デ
ィ
運
河
の
建
設
時
期
と
一
致
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
三
部
会
の
審
議
に
欠
席
す
る
貴
族
を
調
査
す
る
と
、
彼
ら
は

三
部
会
に
非
協
力
的
な
司
教
と
連
携
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
司
教
自
身
の
三
部
会
へ
の
出
席
率
が
一
六
七
一

年
以
降
に
上
昇
し
て
い
る
こ
と
は
、
地
方
三
部
会
内
部
の
反
抗
的
な
態
度
を
表
明
す
る
司
教
が
減
少
し
、
よ
り
王
権
の
要
求
に
協
力
的

態
度
を
示
す
司
教
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
バ
イ
ク
の
分
析
を
考
慮
す
れ
ば
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
が
地
方
三
部
会
議

長
職
を
務
め
る
間
に
、
こ
う
し
た
傾
向
が
強
ま
る
と
の
結
論
が
得
ら
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
一
七
世
紀
に
お
け
る
司
教
就
任
の
特
徴
を
検
討
す
る
。
地
方
三
部
会
地
域
に
は
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
と
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
大
司
教
区
を

含
む
二
四
の
司
教
区
が
属
す
る
が
、
一
六
六
一
年
か
ら
八
二
年
ま
で
の
間
に
、
の
べ
三
一
名
の
大
司
教
お
よ
び
司
教
が
任
命
さ
れ
た
。

司
教
就
任
者
の
経
歴
を
調
べ
る
と
、
三
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
以
外
の
出
身
者
で
こ
の
地
方
の
司

教
に
な
る
人
物
で
、
半
数
近
く
を
占
め
る
。
そ
の
中
に
は
パ
リ
周
辺
の
出
身
者
が
多
い
一
方
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
・
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
・
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ド
ー
フ
ィ
ネ
各
地
方
を
は
じ
め
と
す
る
近
隣
の
諸
地
方
出
身
者
も
含
ま
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
地
方
出
身
者
で
他
地
方
で
の
司
牧
経
験

を
経
た
後
に
戻
り
、
司
教
に
就
任
す
る
人
物
で
、
三
分
の
一
弱
を
占
め
る
。
第
三
に
、
こ
の
地
方
内
部
で
別
の
司
教
職
に
転
任
す
る
場

合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
時
期
は
若
干
遡
る
が
ロ
デ
ー
ヴ
司
教
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ボ
ス
ケ
は
、
一
六
五
六
年
に
モ
ン
プ
リ
エ
司
教
に
転
任
す

る
。
ま
た
、
サ
ン
＝
ポ
ン
ス
司
教
ミ
シ
ェ
ル
・
テ
ュ
ブ
フ
は
、
一
六
六
四
年
に
カ
ス
ト
ル
司
教
に
転
任
す
る
。
こ
の
二
つ
の
事
例
は
、

空
間
的
に
は
隣
接
す
る
司
教
区
で
の
移
動
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
司
教
か
ら
大
司
教
に
昇
進
す
る
た
め
に
移
動
す
る
場
合
は
、
全
員
が

こ
の
地
方
で
既
に
司
教
と
し
て
の
司
牧
経
験
を
も
つ
。
例
え
ば
、
次
章
で
詳
し
く
考
察
す
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ケ
は
、
こ
の
地
方
出
身

で
は
な
い
が
、
ア
グ
ド
司
教
を
経
験
し
た
後
、
最
終
的
に
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
に
昇
進
す
る
。
ま
た
ロ
ー
マ
出
身
の
マ
ン
ド
司
教
ジ
ャ

チ
ン
ト
・
セ
ロ
ー
ニ
は
、
一
六
七
六
年
に
地
理
的
に
近
接
し
大
司
教
区
に
昇
格
し
た
ば
か
り
の
ア
ル
ビ
に
転
任
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
は
、
第
一
と
第
三
の
類
型
に
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
タ
リ
ア
半
島
の
出
身
で
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方

内
部
で
司
教
か
ら
大
司
教
へ
転
任
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
の
家
系
が
数
世
代
に
わ
た
り
、
こ
の
地
方
で
司
教
を
輩
出
し
続
け
て
お

り
、
彼
自
身
も
二
つ
の
大
司
教
職
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
は
、
特
殊
な
事
例
に
属
す
る
。

　

他
の
地
方
三
部
会
地
域
に
あ
た
る
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
や
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
と
比
べ
、
ル
イ
一
四
世
の
治
世
前
半
期
に
お
け
る
ラ

ン
グ
ド
ッ
ク
司
教
団
の
流
動
性
は
相
対
的
に
高
い
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
Ｊ
・
バ
ー
ジ
ン
は
、
一
六
七
〇
年
代
初
頭
ま
で
に
ト
ゥ
ル
ー

ズ
・
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
両
大
司
教
職
の
空
位
の
状
況
が
四
度
に
わ
た
り
生
じ
た
こ
と
と
一
六
七
六
年
に
ア
ル
ビ
司
教
区
が
大
司
教
区
に
昇
格

し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
他
方
、
こ
の
三
つ
の
大
司
教
職
へ
の
着
任
は
、
こ
の
地
方
の
司
教
に
と
っ
て
政
治
的
・
宗
教
的
階
梯
を

上
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
政
府
は
そ
の
人
選
に
腐
心
し
、
候
補
者
を
含
む
一
族
の
示
す
国
王
へ
の
忠
誠
の
度
合
を

大
司
教
職
指
名
に
反
映
さ
せ
た
。
例
え
ば
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
後
継
者
と
し
て
一
七
〇
三
年
に
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
に
指
名

さ
れ
た
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
グ
・
ド
・
ラ
・
ベ
ル
シ
ェ
ル
は
、
ル
イ
一
四
世
の
王
室
付
司
祭
を
経
験
し
、
一
六
七
七
年
に
ラ
ヴ
ォ
ル
司
教
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に
着
任
し
た
後
、
一
六
八
五
年
に
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
の
エ
ク
ス
司
教
に
指
名
さ
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
と
ロ
ー
マ
教
皇
と
の
空
位

聖
職
禄
を
め
ぐ
る
対
立
関
係
か
ら
司
教
任
命
の
教
勅
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
一
六
八
七
年
に
ア
ル
ビ
大
司
教
職
に
指
名
さ
れ
る
。

こ
の
時
に
も
任
命
の
日
程
は
一
六
九
三
年
ま
で
ず
れ
込
む
。
こ
の
状
況
は
、
ル
イ
一
四
世
と
司
教
と
の
関
係
が
良
好
で
あ
る
反
面
、

ロ
ー
マ
教
皇
と
の
軋
轢
が
深
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
＝
ミ
シ
ェ
ル
・
コ
ル
ベ
ー
ル
・
ド
・
サ
ン
＝

プ
ア
ン
ジ
ュ
は
、
モ
ン
ト
バ
ン
司
教
を
経
験
し
た
後
に
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
と
な
る
が
、
彼
の
父
親
は
財
務
総
監
コ
ル
ベ
ー
ル
の
従
兄

弟
に
あ
た
る
コ
ル
ベ
ー
ル
家
の
一
員
で
あ
る
一
方
、
母
方
の
家
系
は
ル
・
テ
リ
エ
家
に
属
す
る
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
廷
に
お
け
る
コ
ル

ベ
ー
ル
家
と
ル
・
テ
リ
エ
家
と
の
派
閥
抗
争
は
名
高
い
が
、
彼
は
こ
の
両
者
を
血
縁
の
次
元
で
媒
介
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

ア
ン
リ
・
ド
・
ネ
ス
モ
ン
は
、
モ
ン
ト
バ
ン
司
教
を
務
め
た
後
に
、
一
八
世
紀
に
ア
ル
ビ
と
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
大
司
教
職
を
歴
任
す
る

が
、
彼
の
家
系
は
、
ボ
ル
ド
ー
や
パ
リ
の
高
等
法
院
院
長
を
輩
出
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
央
政
府
で
失
脚
し
た
フ
ケ
家
の
場
合
、

国
王
か
ら
得
て
き
た
信
任
が
失
わ
れ
た
こ
と
が
大
司
教
の
活
動
に
影
響
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
論
じ
る
べ
き
課
題
で

あ
る
。

三　

ミ
デ
ィ
運
河
建
設
へ
の
貢
献

　

ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
家
系
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
で
の
人
脈
形
成
を
考
察
し
た
後
に
論
ず
べ
き
課
題
は
、
彼
が
な
ぜ
ミ
デ
ィ

運
河
の
建
設
事
業
に
関
わ
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
で
あ
る
。
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１　

ニ
コ
ラ
・
フ
ケ
事
件
と
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
司
教
職
転
任

　

一
七
世
紀
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
に
お
け
る
司
教
職
の
流
動
性
に
関
す
る
全
般
的
特
徴
は
す
で
に
本
稿
で
論
じ
て
き
た
が
、
ミ
デ
ィ
運

河
建
設
に
直
接
関
わ
る
司
教
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
ケ
事
件
」
と
よ
ば
れ
る
固
有
の
状
況
に
起
因
す
る
。

　

一
六
六
一
年
三
月
に
宰
相
マ
ザ
ラ
ン
が
亡
く
な
る
と
、
ル
イ
一
四
世
に
よ
る
親
政
が
始
ま
る
。
ま
も
な
く
、
財
務
卿
で
あ
っ
た
ニ
コ

ラ
・
フ
ケ
は
公
金
横
領
の
か
ど
で
逮
捕
さ
れ
、
一
六
六
四
年
に
は
特
別
法
廷
で
終
身
禁
固
刑
が
言
い
渡
さ
れ
、
宮
廷
内
で
失
脚
し
た
。

そ
の
後
、
彼
の
政
敵
で
あ
り
当
時
は
財
務
監
察
官
で
あ
っ
た
コ
ル
ベ
ー
ル
が
財
務
行
政
の
責
任
者
と
な
る
。
こ
の
「
フ
ケ
事
件
」
は
、

財
政
当
局
者
や
そ
の
政
策
を
転
換
さ
せ
、
コ
ル
ベ
ー
ル
の
「
重
商
主
義
」
路
線
が
王
国
の
基
本
国
家
戦
略
と
し
て
選
択
さ
れ
る
一
方
、

フ
ケ
に
保
護
さ
れ
て
き
た
財
政
・
外
交
・
文
芸
に
携
わ
る
エ
リ
ー
ト
層
が
宮
廷
か
ら
排
除
さ
れ
る
結
果
を
も
た
ら
す
。
さ
ら
に
、
ニ
コ

ラ
・
フ
ケ
が
国
王
か
ら
不
興
を
買
っ
た
事
実
は
、
彼
の
兄
弟
に
あ
た
る
南
仏
の
司
教
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
彼
の
兄
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ

ケ
は
、
一
六
三
七
年
に
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
司
教
に
指
名
さ
れ
、
そ
の
後
ア
グ
ド
司
教
を
一
六
四
三
年
か
ら
五
六
年
ま
で
務
め
た
後
、
ナ
ル
ボ

ン
ヌ
大
司
教
の
司
教
補
佐
を
務
め
、
一
六
五
九
年
か
ら
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
に
就
任
し
て
い
た
。
他
方
、
ニ
コ
ラ
の
弟
ル
イ
・
フ
ケ
は
、

一
六
五
六
年
に
兄
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
跡
を
継
い
で
ア
グ
ド
司
教
に
就
任
し
て
い
た
。
こ
の
人
事
は
、
宰
相
マ
ザ
ラ
ン
に
よ
る
保
護
を
後
ろ

盾
と
し
て
実
現
し
た
。
と
り
わ
け
、
当
時
の
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
職
の
職
務
に
は
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
を
主
宰
す
る
議
長
職

が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
み
な
ら
ず
政
治
的
影
響
力
も
強
い
。
し
か
し
、
ニ
コ
ラ
・
フ
ケ
の
失
脚
に
よ
り
、
フ
ラ

ン
ソ
ワ
は
一
六
六
一
年
に
封
印
王
書
（lettre de cachet
）
に
よ
り
国
内
追
放
と
な
り
、
一
六
七
三
年
に
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
地
方
の
ア
ラ

ン
ソ
ン
で
亡
く
な
っ
た
結
果
、
生
前
に
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
に
帰
還
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ル
イ
の
場
合
も
一
七
〇
二
年
に
亡
く
な
る
ま
で

ア
グ
ド
司
教
職
に
あ
っ
た
が
、
三
〇
年
近
く
に
わ
た
り
ア
グ
ド
司
教
区
か
ら
追
放
さ
れ
、
一
六
九
〇
年
か
ら
は
自
ら
の
司
教
区
内
に
軟

禁
状
態
で
余
生
を
過
ご
し
た
。
彼
は
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
運
動
に
傾
倒
し
て
お
り
、
宮
廷
社
会
、
国
王
の
宗
教
政
策
、
司
教
の
司
牧
活
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動
に
対
す
る
批
判
的
な
文
筆
活
動
を
継
続
し
た
た
め
、
こ
の
一
連
の
措
置
は
、
王
権
側
か
ら
の
報
復
的
色
彩
を
も
つ
。

　

と
こ
ろ
で
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ケ
は
、
一
六
六
〇
年
代
に
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
職
を
自
ら
辞
し
、
国
王
と
も
フ
ケ
派
の
宮
廷
貴
族
と
も

良
好
な
関
係
を
保
つ
コ
マ
ン
ジ
ュ
司
教
ジ
ル
ベ
ル
・
ド
・
シ
ョ
ワ
ズ
ル
に
彼
の
地
位
を
譲
ろ
う
と
画
策
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
戦
略
は

国
王
側
の
意
図
に
合
致
せ
ず
見
送
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
議
長
職
は
、
こ
の
地
方
で
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教

と
並
ぶ
聖
職
位
階
に
あ
っ
た
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
が
務
め
る
こ
と
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
フ
ケ
家
へ
の
国
王
の
不
興
と
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
の
交
代
と
は
共
時
性
を
も
つ
。
一
六
六
二
年
一
月
に
当
時
ベ
ジ
エ
司

教
で
あ
っ
た
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
が
コ
ル
ベ
ー
ル
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
当
時
カ
ス
ト
ル
司
教
で
あ
っ
た
シ
ャ
ル
ル
＝
フ
ラ
ン

ソ
ワ
・
ダ
ン
グ
リ
ュ
ル
・
ド
・
ブ
ル
モ
ン
を
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
に
指
名
し
、
こ
の
人
物
に
地
方
三
部
会
議
長
職
を
担
わ
せ
る
こ
と
が

適
切
で
あ
る
と
推
薦
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
推
薦
に
、
モ
ン
プ
リ
エ
司
教
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ボ
ス
ケ
と
モ
ン
ト
バ
ン
司
教
ピ
エ
ー
ル
・

ド
・
ベ
ル
テ
ィ
エ
が
賛
同
し
て
い
る
こ
と
も
記
し
て
い
る
。
前
者
は
、
ベ
ジ
エ
の
イ
エ
ズ
ス
会
学
院
で
教
育
を
受
け
、
後
者
は
ト
ゥ

ル
ー
ズ
の
法
服
貴
族
の
家
系
で
あ
る
。
こ
の
一
通
の
書
簡
史
料
が
直
ち
に
、
こ
の
人
事
に
対
す
る
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
影
響
力

を
証
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
が
地
域
内
部
の
司
教
の
意
見
を
集
め
、
そ
の
内
容
を
コ
ル
ベ
ー
ル
に
伝
え
、
結
果
的
に
そ
の
案
が

採
用
さ
れ
た
。
実
は
ブ
ル
ジ
ュ
大
司
教
管
区
に
属
す
る
カ
ス
ト
ル
司
教
が
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
に
昇
進
す
る
こ
と
は
、
ミ
デ
ィ
運
河

構
想
の
重
要
な
一
階
梯
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
次
項
で
論
じ
る
。

　

ミ
デ
ィ
運
河
建
設
計
画
の
推
進
に
寄
与
す
る
も
う
一
つ
の
司
教
職
の
移
動
は
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
で
あ
っ
た
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ

ン
ジ
が
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
に
就
任
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
機
は
一
六
七
三
年
一
〇
月
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ケ
が
亡
く
な
っ
た
時

に
訪
れ
る
。
確
か
に
、
既
に
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
が
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
議
長
を
務
め
て
お
り
、
こ
の
転
任
が
地
方
全
体
に
対

す
る
政
治
的
変
化
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ミ
デ
ィ
運
河
の
流
路
と
司
教
区
と
の
空
間
的
配
置
に
着
目
す
る
な
ら
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ば
、
そ
れ
は
固
有
の
意
味
を
持
つ
。
ま
ず
、
運
河
の
通
過
す
る
司
教
区
を
確
認
す

る
。
こ
の
運
河
は
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
管
区
と
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
管
区
を
通
過

し
て
地
中
海
へ
接
続
す
る
。
さ
ら
に
前
者
の
大
司
教
管
区
（province 

ecclésiastique

）
に
属
す
る
司
教
区
（diocèse suffragant

）
は
、
サ
ン
＝
パ
プ

ル
司
教
区
、
後
者
に
は
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン
ヌ
、
サ
ン
＝
ポ
ン
ス
、
ベ
ジ
エ
、
ア
グ
ド
の

各
司
教
区
が
属
す
る
。
運
河
を
含
む
イ
ン
フ
ラ
事
業
に
は
、
土
地
の
収
用
、
現
地
諸

勢
力
の
調
整
、
地
方
三
部
会
を
通
じ
た
資
金
確
保
が
必
要
と
な
る
た
め
、
該
当
地
域

に
対
す
る
司
教
の
統
率
力
が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ミ
デ
ィ
運
河
の
よ
う
に
そ
の

規
模
が
巨
大
に
な
る
場
合
に
は
、
司
教
区
を
横
断
す
る
と
同
時
に
、
司
教
区
を
統
括

す
る
大
司
教
管
区
を
ま
た
ぐ
広
域
的
・
越
境
的
な
影
響
力
が
必
要
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
が
ベ
ジ
エ
司
教
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
、
ナ
ル

ボ
ン
ヌ
大
司
教
を
歴
任
し
、
枢
機
卿
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
地
域
で
ミ
デ
ィ
運

河
の
造
成
を
進
め
て
い
く
上
で
有
利
に
働
く
。
ま
た
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
フ
ケ
一

族
の
影
響
力
が
退
潮
し
た
こ
と
と
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
が
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教

に
就
任
し
た
こ
と
は
、
ミ
デ
ィ
運
河
の
終
点
に
あ
た
る
セ
ト
港
建
設
を
加
速
さ
せ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
グ
ド
司
教
ル
イ
・
フ
ケ
は
、
ア
グ
ド
港
の
整
備
に
強
い
関
心
を

傾
け
る
一
方
、
彼
の
セ
ト
港
へ
の
評
価
は
低
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・

ボ
ン
ジ
は
、
セ
ト
港
を
新
た
な
「
重
商
主
義
」
戦
略
を
実
行
す
る
た
め
の
港
に
し
よ
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う
と
構
想
す
る
。

２　

運
河
建
設
支
援
の
先
駆
的
活
動

　

ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
は
ミ
デ
ィ
運
河
計
画
を
一
貫
し
て
支
援
す
る
が
、
そ
れ
は
前
任
の
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
議
長
・

ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
で
あ
っ
た
シ
ャ
ル
ル
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ダ
ン
ギ
ュ
ル
・
ド
・
ブ
ル
モ
ン
の
方
針
を
継
承
し
た
結
果
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
に
よ
る
支
援
の
特
徴
を
検
討
し
た
い
。

　

彼
の
支
援
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
一
つ
は
財
務
総
監
コ
ル
ベ
ー
ル
に
対
し
、
リ
ケ
の
活
動
を
報
告
し
、
彼
の
計
画
の
確
実
性

を
訴
え
か
け
る
こ
と
で
、
も
う
一
つ
は
地
方
三
部
会
内
部
の
意
見
を
運
河
建
設
推
進
の
方
向
に
ま
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　

前
者
に
つ
い
て
、
彼
は
現
地
視
察
の
内
容
を
具
体
的
に
コ
ル
ベ
ー
ル
に
伝
え
る
。
例
え
ば
、
運
河
建
設
が
着
工
す
る
四
年
前
の

一
六
六
二
年
に
カ
ス
ト
ル
司
教
か
ら
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
彼
は
、
リ
ケ
の
所
領
で
あ
る
ボ
ン
ル
ポ
に
て
摸
擬
運

河
の
実
験
を
確
認
し
た
う
え
で
、
コ
ル
ベ
ー
ル
へ
計
画
を
推
薦
す
る
。
ま
た
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
の
下
に
建
設
委
員
会
が
設

置
さ
れ
た
際
、
こ
の
大
司
教
自
ら
が
委
員
と
な
り
、
複
数
回
の
現
地
視
察
を
行
い
、
そ
の
状
況
を
コ
ル
ベ
ー
ル
に
伝
え
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
は
、
一
六
六
二
年
以
前
に
カ
ス
ト
ル
で
リ
ケ
と
の
接
触
を
持
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
リ

ケ
は
す
で
に
一
六
三
〇
年
代
か
ら
塩
税
の
徴
税
請
負
業
務
と
な
ら
ん
で
婚
姻
や
文
化
交
流
を
通
じ
て
、
カ
ス
ト
ル
の
法
曹
や
財
務
取
扱

人
の
間
で
人
脈
を
構
築
す
る
一
方
、
運
河
の
実
験
は
一
六
五
五
年
か
ら
継
続
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
地
方
三
部
会
内
部
で
の
意
見
集

約
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
の
資
金
や
建
設
費
の
負
債
を
は
じ
め
と
す
る
運
河
の
財
政
問
題
が
議
論
と
な
っ
た
時
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教

自
ら
が
運
河
建
設
に
反
対
す
る
司
教
・
貴
族
・
都
市
コ
ン
シ
ュ
ラ
を
説
得
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
彼
は
議
場
で
の
根
回
し
、
地
方
長
官

へ
の
協
力
の
依
頼
、
建
設
に
賛
同
す
る
司
教
に
よ
る
ロ
ビ
ー
活
動
の
推
進
、
反
対
派
と
の
妥
協
点
の
模
索
と
い
っ
た
複
数
の
方
策
を
組
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み
合
わ
せ
て
対
処
す
る
。

　

さ
ら
に
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
は
運
河
建
設
そ
の
も
の
に
も
直
接
に
関
わ
る
。
例
え
ば
、
一
六
六
八
年
か
ら
六
九
年
に
か
け
て
、
リ

ケ
が
運
河
建
設
の
資
金
繰
り
に
苦
心
し
て
い
る
時
に
、
こ
の
大
司
教
は
橋
の
建
設
と
運
河
用
地
の
土
地
収
用
に
関
わ
る
資
金
を
調
達
す

る
。
こ
の
行
為
は
、
リ
ケ
か
ら
コ
ル
ベ
ー
ル
に
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
書
簡
か
ら
分
か
る
一
方
、
リ
ケ
は
コ
ル
ベ
ー
ル
に
対
し
、
こ
の
大

司
教
の
行
為
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
批
判
を
聞
き
入
れ
な
い
よ
う
申
し
入
れ
る
。

　

一
六
六
九
年
一
一
月
に
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
は
死
去
し
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
が
そ
の
職
を
引
き
継
い
だ
が
、
彼
は
す
ぐ
に

ト
ゥ
ル
ー
ズ
に
着
任
し
な
い
。
彼
自
身
が
司
教
座
へ
到
着
し
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
議
長
に
就
任
す
る
の
は
一
六
七
二
年
で
あ

り
、
運
河
建
設
に
本
格
的
に
関
心
を
傾
け
る
の
は
そ
れ
以
降
と
な
る
。
た
だ
し
、
地
方
三
部
会
議
長
不
在
の
時
期
に
も
、
運
河
建
設
を

推
進
す
る
立
場
を
と
る
司
教
団
は
、
前
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
の
手
法
を
踏
襲
す
る
。
例
え
ば
、
一
六
七
〇
年
一
〇
月
に
サ
ン
＝
パ
プ
ル

司
教
は
、
自
ら
の
管
轄
地
域
に
属
す
る
カ
ス
テ
ル
ノ
ダ
リ
住
民
の
運
河
港
建
設
へ
の
要
望
を
コ
ル
ベ
ー
ル
に
伝
え
、
運
河
の
流
路
計
画

を
変
更
さ
せ
、
カ
ス
テ
ル
ノ
ダ
リ
港
建
設
を
実
現
す
る
。
こ
の
司
教
は
、
計
画
当
初
か
ら
前
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
ダ
ン
ギ
ュ
ル
・
ド
・

ブ
ル
モ
ン
と
行
動
を
共
に
し
、
地
方
三
部
会
で
の
審
議
や
運
河
建
設
委
員
会
で
も
こ
の
大
司
教
を
補
佐
し
て
き
た
。
こ
の
結
果
、
カ
ス

テ
ル
ノ
ダ
リ
港
は
、
経
済
的
次
元
に
お
い
て
、
小
麦
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
市
場
向
け
の
商
品
作
物
を
生
産
す
る
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方

北
部
と
農
作
物
の
輸
出
を
担
う
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
南
部
を
結
ぶ
定
期
的
で
安
価
な
輸
送
ル
ー
ト
の
開
拓
に
資
す
る
。
ま
た
一
六
七
〇

年
一
二
月
に
、
地
方
三
部
会
で
の
審
議
を
主
宰
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ィ
エ
司
教
ル
イ
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
・
ボ
ム
・
ド
・
シ
ュ
ズ
は
、
コ
ル

ベ
ー
ル
に
対
し
「
先
例
に
な
ら
っ
て
三
部
会
で
の
審
議
の
内
容
全
て
を
あ
な
た
［
コ
ル
ベ
ー
ル
］
に
知
ら
せ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ

の
前
後
の
一
連
の
書
簡
の
中
に
は
、
セ
ト
港
の
建
設
と
そ
れ
に
対
す
る
出
資
に
関
す
る
三
部
会
で
の
議
事
も
含
ま
れ
る
。
同
時
期
に

は
、
ミ
ル
ポ
ワ
、
リ
ウ
、
サ
ン
＝
パ
プ
ル
の
各
司
教
も
コ
ル
ベ
ー
ル
に
送
付
し
た
書
簡
の
中
で
こ
の
事
業
に
触
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
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て
、
運
河
建
設
推
進
派
の
「
司
教
団
」
は
、
頻
繁
な
書
簡
の
交
換
を
通
じ
て
、
運
河
建
設
と
コ
ル
ベ
ー
ル
と
を
媒
介
す
る
役
割
を
継
承

し
て
い
る
。
他
方
、
一
六
七
〇
年
一
二
月
に
は
、
彼
ら
に
加
え
、
地
方
長
官
ク
ロ
ド
・
バ
ザ
ン
・
ド
・
ブ
ゾ
ン
と
地
方
三
部
会
貴
族
代

議
員
で
あ
っ
た
カ
ス
ト
リ
侯
を
加
え
た
三
部
会
議
員
一
行
は
、
リ
ケ
や
レ
シ
ュ
・
ド
・
ペ
ノ
テ
ィ
エ
と
共
に
セ
ト
港
を
現
地
視
察
し
て

い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
司
教
が
現
地
視
察
を
重
視
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
と
共
に
、
リ
ケ
の
計
画
を
支
援
す
る
三
部
会
の
人
脈
が

伺
え
る
。

３　

ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
役
割

　

ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
役
割
は
、
ま
ず
コ
ル
ベ
ー
ル
に
正
確
な
情
報
を
提
供
し
、
リ
ケ
の
進
め
て
い
る
計
画
に
対
す
る
信
頼
度

を
高
め
る
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、
一
六
七
二
年
八
月
に
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
ボ
ン
ジ
が
コ
ル
ベ
ー
ル
に
送
付
し
た
長
文
の
書
簡
に
お
い

て
、
彼
は
セ
ト
港
の
堤
防
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
使
用
す
る
石
材
の
材
質
・
形
状
・
数
量
に
つ
い
て
十
分
精
査
し
た
後
に
、

リ
ケ
の
計
画
を
支
持
す
る
旨
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
戦
争
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
財
政
が
逼
迫
し
て
い
た
折
に
は
、

し
ば
し
ば
コ
ル
ベ
ー
ル
と
リ
ケ
と
の
間
に
財
政
問
題
を
め
ぐ
る
不
和
が
生
じ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
リ
ケ
は
、
し
ば
し
ば
コ
ル
ベ
ー
ル

の
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
へ
の
信
頼
に
期
待
す
る
。
す
な
わ
ち
、
大
司
教
の
立
会
い
の
下
に
、
技
師
や
現
地
の
建
設
責
任
者
と
運
河

の
建
設
計
画
や
費
用
の
見
積
も
り
を
議
論
し
た
と
コ
ル
ベ
ー
ル
へ
伝
え
て
、
事
業
が
円
滑
に
進
む
よ
う
工
夫
す
る
。
他
方
、
ボ
ン
ジ
大

司
教
も
、
コ
ル
ベ
ー
ル
が
こ
の
運
河
建
設
を
リ
ケ
の
私
的
な
事
業
で
は
な
く
、
公
共
的
な
役
割
に
資
す
る
「
国
王
の
事
業
」
と
し
て
認

識
す
る
よ
う
促
す
。

　

つ
ぎ
に
、
こ
の
大
司
教
は
頻
繁
に
運
河
建
設
の
現
場
に
赴
く
。
実
地
観
察
す
る
こ
と
で
正
確
な
情
報
を
獲
得
す
る
一
方
、
運
河
建
設

を
進
め
る
事
業
者
の
側
で
も
、
大
司
教
を
現
場
へ
連
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
事
業
の
成
果
を
よ
り
直
接
的
に
訴
え
か
け
よ
う
と
試
み
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る
。
例
え
ば
、
運
河
を
ベ
ジ
エ
方
面
へ
通
す
工
事
の
中
で
最
大
の
難
所
と
な
っ
た
マ
ル
パ
の
ト
ン
ネ
ル
が
完
成
し
た
直
後
の
一
六
七
九

年
に
、
リ
ケ
は
、
大
司
教
を
現
地
に
案
内
し
、
そ
の
内
部
を
通
過
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
レ
シ
ュ
・
ド
・
ペ
ノ
テ
ィ
エ
は
、
ピ
エ
ー
ル
・

ド
・
ボ
ン
ジ
と
カ
ス
ト
リ
侯
に
よ
る
建
設
途
上
の
セ
ト
港
視
察
に
随
行
す
る
。
さ
ら
に
、
宗
教
的
権
能
に
属
す
る
活
動
と
し
て
、
大
司

教
は
運
河
の
完
成
し
た
区
間
に
対
す
る
祝
別
儀
礼
を
し
ば
し
ば
主
宰
す
る
。
最
も
名
高
い
の
は
、
リ
ケ
死
後
の
一
六
八
一
年
に
行
な
わ

れ
た
ミ
デ
ィ
運
河
開
通
の
記
念
航
行
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
を
筆
頭
に
サ
ン
＝
パ
プ
ル
司
教
や
ベ
ジ
エ
司

教
、
地
方
長
官
の
ア
ン
リ
・
ダ
ゲ
ソ
が
参
加
し
、
ア
グ
ド
を
経
由
し
ト
潟
か
ら
セ
ト
港
に
至
る
。
運
河
沿
い
の
複
数
の
礼
拝
堂
で
は
、

記
念
ミ
サ
が
執
り
行
わ
れ
、
祝
別
の
宗
教
行
列
も
実
施
さ
れ
た
。

　

最
後
に
大
司
教
の
も
つ
司
教
区
を
越
境
す
る
影
響
力
が
発
揮
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
一
六
七
二
年
、
彼
が
枢
機
卿
に
任
じ
ら
れ
た
後

に
、
ベ
ジ
エ
近
郊
の
運
河
建
設
予
定
地
で
起
こ
っ
た
紛
争
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
運
河
建
設
の
た
め
に
土
地
を
収
用
さ
れ
た
地
主
達

が
、
土
地
の
見
積
も
り
が
な
さ
れ
ず
、
土
地
収
用
に
対
す
る
補
償
金
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
と
ボ
ン
ジ
枢
機
卿
に
直
訴
し
た
事
件
で
あ

る
。
法
的
原
則
と
し
て
は
、
リ
ケ
が
地
主
に
対
し
て
補
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
彼
は
そ
の
支
払
能
力
を
欠
い
て
い
た
た
め
、

ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
で
あ
り
枢
機
卿
の
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
は
、
地
方
長
官
を
監
督
す
る
財
務
総
監
に
働
き
か
け
、
地
方
長
官
に

土
地
の
見
積
も
り
と
補
償
金
を
支
払
う
よ
う
命
じ
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
た
結
果
、
そ
の
措
置
は
実
行
さ
れ
た
。
こ
の
依
頼
が
含
ま
れ
る

一
連
の
書
簡
に
は
、
地
方
三
部
会
に
お
け
る
聖
職
者
上
納
金
の
問
題
も
報
告
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
問
題
が
枢
機
卿
に
と
っ
て
は
、

地
方
三
部
会
議
長
の
責
務
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
紛
争
地
域
が
ベ
ジ
エ
司
教
区
あ
る
い
は
そ
れ
を
統
括
す

る
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
管
区
に
属
す
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ケ
の
不
在
に
加
え
、
ボ
ン
ジ
家

が
伝
統
的
に
司
教
職
を
務
め
て
き
た
地
域
で
あ
る
こ
と
も
背
景
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
運
河
建
設
に
投
資
す
る
財
務
取
扱
人
は
、
し
ば
し
ば
運
河
以
外
の
事
業
を
通
じ
て
、
大
司
教
や
司
教
の
親
族
と
の
関
係
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も
深
め
る
。
例
え
ば
、
リ
ケ
は
、
モ
ン
プ
リ
エ
近
郊
の
カ
ス
ト
リ
侯
の
居
館
に

あ
る
ル
・
ノ
ー
ト
ル
設
計
の
庭
園
の
た
め
に
、
約
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る

水
道
橋
を
一
六
七
〇
年
か
ら
七
六
年
に
か
け
て
建
造
す
る
。
確
か
に
こ
の
事
業

は
ミ
デ
ィ
運
河
と
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
カ
ス
ト
リ
侯
は
、
モ

ン
タ
ニ
ュ
・
ノ
ワ
ル
地
方
に
お
い
て
、
リ
ケ
が
ミ
デ
ィ
運
河
の
水
源
を
探
索
し

て
い
る
初
期
段
階
か
ら
事
業
を
支
援
し
続
け
て
き
た
貴
族
で
あ
る
。
他
方
、
リ

ケ
が
地
方
三
部
会
の
議
場
と
し
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
カ
ス
ト
リ
侯
の
居

館
に
関
連
す
る
水
道
橋
の
事
業
を
任
さ
れ
、
水
源
の
探
索
か
ら
水
道
橋
造
営
の

施
工
管
理
に
至
る
ま
で
一
連
の
事
業
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
は
、
カ
ス
ト
リ
侯
の

み
な
ら
ず
地
方
三
部
会
全
体
に
リ
ケ
が
自
ら
の
能
力
を
示
す
機
会
と
な
る
。
他

方
、
レ
シ
ュ
・
ド
・
ペ
ノ
テ
ィ
エ
は
、
ミ
デ
ィ
運
河
が
開
通
し
た
直
後
の

一
六
八
三
年
に
ベ
ジ
エ
近
郊
の
カ
ペ
ス
タ
ン
湿
地
の
干
拓
の
た
め
の
会
社
を
設

立
す
る
が
、
そ
こ
に
は
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
妹
で
カ
ス
ト
リ
侯
夫
人
の
エ
リ
ザ
ベ
ト
・
ド
・
ボ
ン
ジ
や
サ
ン
＝
パ
プ
ル
司
教
の

義
妹
も
出
資
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
ミ
デ
ィ
運
河
は
周
辺
地
域
開
発
の
投
資
を
促
す
経
済
的
動
脈
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
司
教
や
司
教

の
親
族
も
財
務
取
扱
人
と
並
ん
で
そ
の
利
益
を
享
受
し
よ
う
と
し
た
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
が
多
様
な
人
脈
を
用
い
て
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
主
要
な
公
共
事
業
の
一
つ
で
あ
る
ミ
デ
ィ

運
河
建
設
を
支
援
し
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
簡
潔
に
ま
と
め
た
い
。
彼
の
前
半
生
は
、
イ
タ
リ
ア
半
島
に
由
来
す
る
家
門

の
持
つ
特
異
な
性
格
に
規
定
さ
れ
る
が
、
と
り
わ
け
外
交
活
動
を
通
じ
て
、
コ
ル
ベ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
王
国
政
府
の
首
脳
か
ら
信

頼
を
う
る
。
他
方
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
内
部
で
は
、
司
教
区
あ
る
い
は
聖
職
者
上
納
金
に
関
わ
る
財
務
や
親
族
の
婚
姻
を
通
じ
、
地

方
三
部
会
に
影
響
を
及
ぼ
す
エ
リ
ー
ト
層
と
の
間
に
密
接
な
関
係
を
築
く
。
さ
ら
に
「
フ
ケ
事
件
」
お
よ
び
そ
の
余
波
が
、
こ
の
地
方

の
司
教
職
に
複
数
の
移
動
を
促
し
、
そ
の
結
果
、
彼
は
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
管
区
と
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
管
区
を
ま
た
ぐ
政
治
的
・

社
会
的
影
響
力
を
も
つ
。
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
彼
は
、
ル
イ
一
四
世
や
コ
ル
ベ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
政
府
と
ミ
デ
ィ
運

河
建
設
の
現
場
と
を
媒
介
し
、
運
河
事
業
を
推
進
す
る
触
媒
的
機
能
を
果
た
す
。

　

た
だ
し
本
稿
に
は
三
つ
の
限
界
が
存
在
す
る
。
第
一
に
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
長
官
と
ボ
ン
ジ
枢
機
卿
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
よ
り

深
め
た
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
ミ
デ
ィ
運
河
の
建
設
期
に
は
、
ク
ロ
ド
・
バ
ザ
ン
・
ド
・
ブ
ゾ
ン
に
比
べ
、
ア
ン
リ
・
ダ
ゲ
ソ
と
の
関

係
が
良
好
で
あ
っ
た
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
者
の
息
子
に
あ
た
る
ア
ル
マ
ン
・
バ
ザ
ン
の
人
物
誌
に
着
目
し
て

み
る
と
、
彼
は
、
カ
ス
ト
リ
侯
夫
人
エ
リ
ザ
ベ
ト
・
ド
・
ボ
ン
ジ
が
代
母
を
務
め
、
一
六
八
〇
年
に
は
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
区
の
聖
職

身
分
総
代
と
な
り
、
そ
の
後
、
エ
ル
司
教
、
ボ
ル
ド
ー
大
司
教
、
ル
ア
ン
大
司
教
を
歴
任
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
系
も
含
め
た
多
様

な
視
点
か
ら
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ア
ン
リ
・
ダ
ゲ
ソ
を
継
い
で
一
六
八
五
年
に
地
方
長
官
に
就
任
し
た
ニ
コ
ラ
・

ド
・
ラ
モ
ワ
ニ
ョ
ン
・
ド
・
バ
ヴ
ィ
ル
と
ボ
ン
ジ
枢
機
卿
と
は
、「
新
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
」
へ
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
、
ナ
ン
ト

王
令
廃
止
を
時
代
背
景
と
し
な
が
ら
、
こ
の
対
立
に
敗
れ
た
枢
機
卿
は
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
と
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
廷
で
の 
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求
心
力
を
失
う
。
一
六
九
〇
年
代
に
ミ
デ
ィ
運
河
の
工
事
が
終
了
す
る
が
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
の
ロ
ビ
ヌ
運
河
と
は
一
八
世
紀
後
半
に
至
る

ま
で
接
続
し
な
い
。
こ
の
公
共
事
業
の
問
題
と
ボ
ン
ジ
枢
機
卿
の
政
治
的
影
響
力
の
低
下
の
関
連
に
つ
い
て
も
今
後
検
討
す
べ
き
論
点

が
残
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
が
、
家
門
・
聖
職
禄
・
司
教
職
に
よ
っ
て
形
成
し
た
支
配
空
間
の
全
体
像
を

復
元
し
、
そ
の
中
で
の
ミ
デ
ィ
運
河
の
位
置
づ
け
を
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ボ
ン
ジ
家
の
所
領
を
含
む
財
産

の
全
容
と
地
域
開
発
へ
の
参
加
を
示
す
史
料
を
探
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
ボ
ン
ジ
枢
機
卿
の
前
半
生
に
お
け
る
外
交
生

活
と
後
半
生
に
お
け
る
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
で
の
生
活
と
の
連
関
に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
主
張
・
妥
協
・
譲
歩

を
含
む
交
渉
の
戦
略
と
手
法
に
つ
い
て
、
外
交
と
地
域
社
会
内
部
で
の
折
衝
と
の
相
関
関
係
が
あ
る
の
か
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
彼
の

も
つ
固
有
の
能
力
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

 

運
河
建
設
の
王
令
が
一
六
六
六
年
一
〇
月
に
発
布
さ
れ
開
削
工
事
は
開
始
す
る
が
、
一
六
八
〇
年
に
リ
ケ
、
一
六
八
三
年
に
コ
ル
ベ
ー
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
死

去
し
、
そ
の
後
工
事
が
完
全
に
終
了
す
る
の
は
一
六
九
四
年
で
あ
る
。
ミ
デ
ィ
運
河
に
関
す
る
基
本
文
献
と
し
て
以
下
を
参
照
。Rolt, L.T

.C., From
 Sea 

to Sea: T
he Canal du M

idi, London: A
llen Lane, 1973; Cotte, M

., Le Canal du M
idi « M

erveille de l ,E
urope », Paris: Belin-

H
erscher, 2113.

 

一
九
九
六
年
に
ユ
ネ
ス
コ
（
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
）
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
。

 

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、Riquet de Bonrepos, H

istoire du Canal du Languedoc rédigée sur les pièces authentiques conservées à la 
Bibliothèque im

périale et aux A
rchives du Canal, Paris: L ,Im

prim
erie de Crapelet, 1815; A

ndréossy, général A
. F., H

istoire du 
canal du M

idi ou canal du Languedoc, 2 vols, Paris: L ,Im
prim

erie de Crapelet, 1814.
 

リ
ケ
に
関
す
る
最
新
の
伝
記
と
し
て
、O

blin-Brière, M
., R

iquet: le génie des eaux, T
oulouse: Privat, 2113.

 
Le Roy Ladurie, E., Les paysans de Languedoc, Paris: SEV

PEN
, 1966.

 
M

aistre, A
., Le canal des deux m

ers. Canal royal du Languedoc 

（1666-1810
）, T

hèse de doctorat de droit, im
p., T

oulouse, 1968; 
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M

arquié/ Robion/ V
iala （dir.

）, Le canal du M
idi et les voies navigables dans le M

idi de la France: A
ctes du congrès des fédérations 

historiques languedociennes, Castelnaudary 27,28,29 juin 1997, Carcassonne: Société d ,Etudes Scientifiques de l ,A
ude, 1998.

 
Bergasse, J.-D

. （dir.

）, Pierre Paul R
iquet et le canal du M

idi dans les arts et la littérature, Cessenon: J.-D
. Bergasse, 1982; Id. （dir.

）, 
Le Canal du M

idi. T
rois siècles de batellerie et de voyages, Cessenon: J.-D

. Bergasse, 1983; Id. 

（dir.

）, Le Canal du M
idi. D

es siècles 
d ,aventure hum

aine, Cessenon: J.-D
. Bergasse, 1984; Id. 

（dir.

）, Le Canal du M
idi. G

rands m
om

ents et grands sites. Les canaux de 
Briare et du Lez-R

oissy, Cessenon: J.-D
. Bergasse, 1985.

上
記
の
ミ
デ
ィ
運
河
に
関
す
る
一
連
の
著
作
は
、
史
料
を
渉
猟
し
、
地
域
史
の
多
様
な

論
点
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
、
現
在
で
も
基
本
的
参
照
文
献
に
位
置
す
る
。

 

近
年
、
出
版
さ
れ
た
ミ
デ
ィ
運
河
の
技
術
的
側
面
に
関
す
る
著
作
と
し
て
以
下
を
参
照
。A

dgé, M
. et al., Le Canal R

oyal de Languedoc: le 
partage des eaux, Portet-sur-Garonne: Loubatières, 2119.

よ
り
広
範
な
研
究
と
し
て
、A

dgé, M
., La construction de la jonction des m

ers 
en Languedoc 

（Canal du M
idi

）, T
hèse d ,État en H

istoire, U
niversité de M

ontpellier III, 7 volum
es, 2111. 

例
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
ミ

デ
ィ
運
河
建
設
に
関
す
る
研
究
論
文
は
こ
の
視
座
に
属
す
る
。
平
井
寿
章
「
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
運
河
建
設
─
一
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
フ
ィ
ナ
ン
シ
エ
の
一

事
業
─
」『
広
島
経
済
大
学
研
究
論
集
』（
経
済
学
・
経
営
学
編
）
第
一
四
号
、
九
九-

一
三
二
頁
。

 
M

ukerji, C., Im
possible E

ngineering: T
echnology and T

erritoriality on the Canal du M
idi, Princeton: Princeton U

niversity Press, 
2119.

 
O

blin-Brière, H
istoire inédite du canal du M

idi, T
urquant: Chem

inem
ents, 2118.

 

一
八
世
紀
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
に
お
け
る
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
を
参
照
。
伊
藤
滋
夫
「
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
公
共
事
業
と
地
方
財
政
」

『
西
洋
史
學
』
二
〇
一
（
二
〇
〇
一
年
）、
一-

二
一
頁
。

 
Rouvroy, L. de, M

ém
oires com

plets et authentiques du duc de Saint-Sim
on sur le siècle de Louis X

IV
 et la R

égence, tom
e I, Paris: 

Librairie H
achette, 1882, p.251.

 
D

ubost, J.-F., La France italienne X
V

I e-X
V

II e siècle, Paris: A
ubier, 1997, p.58 .

	

ロ
ベ
ル
ト
以
降
の
世
代
で
ボ
ン
ジ
家
の
司
教
名
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
表
記
と
す
る
。

	

ベ
ジ
エ
司
教
職
に
つ
い
て
、
ト
マ
（
一
世
）
は
一
五
七
六
年
か
ら
九
六
年
ま
で
務
め
、
そ
の
後
甥
に
あ
た
る
ジ
ャ
ン
が
こ
の
職
を
継
承
し
、
一
六
二
一
年

ま
で
在
職
す
る
一
方
、
一
六
一
一
年
に
は
枢
機
卿
に
任
命
さ
れ
る
。
ジ
ャ
ン
の
甥
ト
マ
（
二
世
）
が
一
六
二
八
年
ま
で
務
め
た
の
ち
、
そ
の
兄
に
あ
た
る

ク
レ
マ
ン
が
一
六
五
九
年
ま
で
職
務
を
継
承
す
る
。
こ
の
兄
弟
は
、
ロ
ベ
ル
ト
か
ら
数
え
て
ボ
ン
ジ
家
の
第
四
世
代
に
属
す
る
。
本
来
、
長
男
に
あ
た
る

ド
ミ
ニ
ク
が
叔
父
の
司
教
職
を
継
承
す
べ
く
ベ
ジ
エ
の
司
教
補
佐
の
地
位
に
あ
っ
た
が
、
夭
折
し
た
結
果
、
家
族
戦
略
は
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
次
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男
ク
レ
マ
ン
は
一
六
二
一
年
初
頭
よ
り
ロ
ー
マ
の
サ
ン
＝
ピ
エ
ト
ロ
使
徒
座
聖
堂
の
参
事
会
員
を
務
め
始
め
た
ば
か
り
で
あ
る
た
め
、
末
弟
で
聖
職
に
就

い
て
い
な
か
っ
た
ト
マ
（
二
世
）
に
司
教
職
へ
の
道
を
進
ま
せ
、
ベ
ジ
エ
司
教
職
を
ボ
ン
ジ
家
で
維
持
し
た
。
結
局
、
彼
は
一
六
二
八
年
に
亡
く
な
っ
た

た
め
、
ク
レ
マ
ン
が
ベ
ジ
エ
司
教
職
を
引
き
継
ぐ
。
さ
ら
に
、
一
六
五
九
年
に
ク
レ
マ
ン
か
ら
司
教
職
を
継
承
し
た
の
が
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
で
あ

る
。Fouilleron, J., « Les Bonsi et la Réform

e catholique dans le diocèse de Béziers », in: A
von 

（dir.

）, Chrétiens de Béziers et du 
Biterrois, Perpignan: Presses U

niversitaires de Perpignan, 2114, pp.8-9; Bergin, J.,T
he M

aking of the French E
piscopate, 1589-

1661, N
ew

 H
aven/London: Y

ale U
niversity Press, 1996, pp.578-581.

	

ボ
ン
ジ
家
の
家
系
図
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。D
ubost, La France italienne, p.393 

（A
nnexe 1 Généalogie: Les Bonsi et leurs 

alliances

）.
	

Fouilleron, op.cit., pp.8-11.
	

Bergin, T
he M

aking of the French E
piscopate, 1589-1661, pp.578-579.

	
Fouilleron, op.cit., pp.11-11.

	
Bergin, T

he M
aking of the French E

piscopate, 1589-1661, p.581. 

な
お
、
バ
ー
ジ
ン
の
人
物
誌
研
究
で
は
、
ボ
ン
ジ
は
一
六
四
一
年
に
フ
ラ
ン

ス
に
移
住
し
て
き
た
と
さ
れ
る
一
方
、
年
代
記
『
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
全
体
史
』（
一
八
七
六
年
版
）
で
は
、
一
六
三
七
年
に
帰
化
し
た
と
さ
れ
る
。D

evic/
V

aissète, H
istoire générale de Languedoc, tom

e X
III, T

oulouse: Privat, 1876, p.495.
	

司
教
側
近
の
イ
タ
リ
ア
人
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。D

ubost, La France italienne, pp.211-211; Fouilleron, op.cit., pp.17-19.
	

甥
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
同
盟
と
の
戦
争
の
中
で
、
国
王
側
の
陣
営
に
所
属
す
る
軍
人
と
し
て
戦
死
し
た
。

	
D

ubost, La France italienne, pp.416-417 （A
nnexe 2 Cristallisations sociales: L ,entourage des Bonsi d ,après leurs testam

ents

）.
	

V
enard, M

., « Les rapports de visites ad lim
ina des évêques de Béziers », in: M

aillard 

（dir.

）, Foi, fidélité, am
itié en E

urope à la 
période m

oderne. M
élanges offerts à R

obert Sauzet, T
ours: Publications de l ,université de T

ours, 1995, pp.119-116.
	

Poncet, O
., La France et le pouvoir pontifical （1595-1661
）: L ,E

sprit des institutions, Rom
e: Ecole française de Rom

e, 2111, p.699.
	

Fouilleron, op.cit., p.12; pp.21-23.
	

ト
マ
（
一
世
）
の
外
交
戦
略
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
と
の
和
平
交
渉
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
教
皇
の
下
に
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
抗
す
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
キ
リ
ス
ト
教
同
盟
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。Borrom

eo, A
., « Clém

ent V
III, la diplom

atie pontificale et la paix de V
ervins », in: 

Labourdette/ Poussou/ V
ignal （dir.

）, Le T
raité de V

ervins, Paris: Presses de l ,U
niversité de Paris-Sorbonne, 2111, pp.327-328.

	
V

enard, op.cit., p.111.　

そ
の
後
も
ジ
ャ
ン
は
マ
リ
・
ド
・
メ
デ
ィ
シ
ス
に
仕
え
る
主
要
な
聖
職
者
の
一
人
と
し
て
王
妃
の
保
護
を
受
け
る
。D

ubost, 
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M

arie de M
édicis: La reine dévoilée, Paris: Editions Payot &

 Rivages, 2119, pp.254-255.
	

Fouilleron, op.cit., pp.16-17.
	

一
六
五
〇
年
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
サ
ン
＝
ソ
ヴ
ル
・
ダ
ニ
ア
ン
ヌ
の
受
託
大
修
道
院
長
の
聖
職
禄
は
、
八
〇
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
に
及
ぶ
。
こ
の
大
修
道
院

は
、
サ
ン
＝
モ
ル
修
族
（Congrégation de Saint-M

aur

）
に
属
し
、
そ
の
改
革
運
動
の
影
響
が
及
ん
で
い
た
が
、
修
道
院
改
革
運
動
や
そ
れ
に
対
応
す

る
た
め
の
大
修
道
院
改
築
へ
の
積
極
性
は
、
司
教
に
よ
り
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
マ
（
二
世
）
は
、
改
革
運
動
を
支
援
す
る
意
志
を
持
っ
て
い
た
が
早

逝
し
て
し
ま
い
、
大
修
道
院
長
職
を
継
い
だ
ク
レ
マ
ン
は
、
あ
ら
ゆ
る
施
設
の
造
営
に
反
対
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
は
、

一
六
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
大
修
道
院
お
よ
び
施
設
内
の
聖
堂
の
再
建
を
実
現
す
る
。Chédozeau, B., « La Congrégation de Saint-

M
aur et le renouveau architectural du m

onachism
e dans les abbayes du Bas-Languedoc 

（Saint-Chinian, A
niane, Saint-T

hibéry, 
Saint-Guilhem

-le-D
ésert, V

illem
agne-l ,A

rgentière

） », R
evue M

abillon, n.s., tom
e X

III, 2112, pp.67-87.
	

Bergin, T
he M

aking of the French E
piscopate, 1589-1661, p.581.

	
Peytavie, C., Les plus belles abbayes du Languedoc-R

oussillon et de l ,A
veyron, Congénies: Rom

ain Pages, 2114, pp.64-67; D
evic/

V
aissète, op.cit., tom

e IV
, p.573.

	
Feuillas,M

., « Bonsy », in: Bluche （dir.

）, D
ictionnaire du G

rand Siècle, Paris: Fayard, 1991, p.213.
 

結
局
一
六
七
五
年
に
、
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
は
夫
と
子
供
を
残
し
フ
ラ
ン
ス
へ
帰
還
し
、
一
七
二
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
没
す
る
。

	
Bély, L., L

es relations internationales en E
urope: X

V
II

e-X
V

III
e siècles, Paris: Presses universitaires de France, 1992, p.221; 

Béranger, J., « A
 propos des relations Franco-H

ongroises au X
V

II e siècle: T
rois lettres italiennes de N

icolas Zrinyi », in: T
ollet 

（dir.

）, G
uerres et paix en E

urope centrale aux époques m
oderne et contem

poraine: M
élanges d ,histoire des relations internationales 

offerts à Jean Béranger, Paris: Presses de l ,université de Paris-Sorbonne, 2113, pp.91-98.
	

サ
ビ
ー
ヌ
・
メ
ル
シ
オ
ー
ル
＝
ボ
ネ
（
竹
中
の
ぞ
み
訳
）『
鏡
の
文
化
史
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
）、
四
三-

四
五
頁
。

	
Gasztow

tt, A
.M

., U
ne m

ission diplom
atique en Pologne au X

V
II e siècle, Pierre de Bonzi à V

arsovie 

（1665-1668

）, Paris: Librairie 
ancienne Edouard Cham

pion, 1916; Sonnino, P., Louis X
IV

 and the origins of the D
utch W

ar, Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity 

Press, 1988, pp.39-41.
	

D
evic/V

aissète, op.cit., tom
e IV

, p.498.
	

Ibid., p.494
	

デ
ュ
ボ
ス
ト
は
、
同
時
期
の
訴
願
審
査
官
の
嫁
資
が
六
万
リ
ー
ヴ
ル
と
見
積
も
っ
て
お
り
、
多
様
な
金
額
が
あ
り
う
る
一
方
、
こ
の
金
額
は
エ
リ
ー
ト
層

）（（（）（（（）（（（）（（（）（（（）（（（）（（（）（（（）（（（）（（（）（（（
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の
嫁
資
と
し
て
は
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。D

ubost, La France italienne, pp.282-283; p.287. 
	

ラ
・
ク
ロ
ワ
家
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。Cam

bon de Lavalette, V
., « U

ne grande fam
ille m

ontpelliéraine Les La Croix de 
Castries », Bulletin de l ,A

cadém
ie des Sciences et Lettres de M

ontpellier, tom
e X

X
, 1989, pp.17-34.

	
Ibid., pp.24-25; Beik, W

., A
bsolutism

 and Society in Seventeenth-C
entury France: State P

ow
er and P

rovincial A
ristocracy in 

Languedoc, Cam
bridge/N

ew
 Y

ork: Cam
bridge U

niversity Press, 1985, pp.241-242.
	

M
orm

iche, P., « Les fidélités languedociennes et provençales du cardinal de Fleury à la Cour », Bulletin du Centre de recherche 
du château de V

ersailles, no. 3, 2116. （http://crcv.revues.org/2123, Consulté le 2 janvier 2114

）

	
Bergin, T

he M
aking of the French E

piscopate, 1589-1661, p.96; pp.117-118.
	

D
ubost, La France italienne, p.371.

	
Beik, op.cit., p.253. 

近
世
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
財
務
取
扱
人
に
関
し
て
は
、
シ
ョ
シ
ナ
ン
＝
ノ
ガ
レ
の
研
究
が
、
古
典
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
該
分
野

に
関
す
る
第
一
の
参
照
文
献
の
位
置
を
保
ち
続
け
て
い
る
。Chaussinand-N

ogaret, G., Les Financiers de Languedoc au X
V

III
e siècle, Paris: 

S.E.V
.P.E.N

., 1971.  

特
に
サ
ル
ト
ル
家
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Ibid., pp.33-34.

	

例
え
ば
、
ボ
ス
ク
家
の
ロ
ラ
ン
・
ボ
ス
ク
は
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
三
部
会
に
関
連
す
る
徴
税
請
負
業
務
で
財
を
な
し
、
一
六
七
三
年
に
国
王
顧
問
官
の

官
職
を
購
入
す
る
こ
と
で
貴
族
と
な
り
、
一
六
七
八
年
に
は
、
カ
ス
ト
ル
「
王
令
法
廷
」（cham

bre de l ,Édit

）
の
評
定
官
、
そ
の
後
ト
ゥ
ル
ー
ズ
高
等

法
院
評
定
官
に
就
任
す
る
。
彼
の
親
族
に
着
目
し
て
み
る
と
、
彼
の
兄
弟
に
あ
た
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ボ
ス
ク
は
、
フ
ラ
ン
ス
財
務
官
・
モ
ン
プ
リ
エ
塩
税

監
察
官
を
務
め
て
お
り
、
義
理
の
兄
弟
に
は
先
述
の
サ
ル
ト
ル
家
も
含
ま
れ
る
。Capot, S., La Cham

bre de l ,E
dit de Castres 

（1579-1679

）, 
Paris: École des chartes, 1998,  pp.368-369.

	
Chaussinand-N

ogaret, op.cit., pp. 29-32; pp.41-41.
な
お
、
ピ
エ
ー
ル
＝
ル
イ
・
レ
シ
ュ
・
ド
・
ペ
ノ
テ
ィ
エ
に
つ
い
て
、
家
系
も
含
め
た
人
物
誌

は
以
下
を
参
照
。M

ichaud, C., L ,É
glise et l ,argent sous l ,A

ncien R
égim

e. Les receveurs généraux du clergé de France aux X
V

I e-
X

V
II e siècles, Paris: Fayard, 1991, pp.318-334.

	

ペ
ノ
テ
ィ
エ
と
共
に
モ
ン
プ
リ
エ
租
税
法
院
書
記
長
の
ア
ン
ド
レ
・
プ
ジ
ェ
も
リ
ケ
に
融
資
を
行
う
が
、
両
名
は
レ
ヴ
ァ
ン
ト
会
社
も
経
営
す
る
。

D
erm

igny, L., Sète de 1666 à 1880, M
ontpellier: A

ctes de l ,Institut, 1955, pp.11-12.
	

M
ichaud, op.cit., pp.328-329.

	
V

ergé-Franceschi, M
., Colbert: la politique du bon sens, Paris: Editions Payot &

 Rivages, 2113, pp.295-298.
	

Beik, op.cit., p.121.
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Ibid., pp.123-124.
	

こ
の
時
期
に
リ
ム
司
教
区
は
司
教
空
位
の
状
態
に
あ
り
、
ア
レ
ス
司
教
区
は
一
六
九
四
年
に
設
置
さ
れ
る
。

	
Bergin, T

he M
aking of the French E

piscopate, 1589-1661, p.581.
	

Ibid., pp.718-719.
	

Ibid., p.712.
	

Bergin, Crow
n, Church and E

piscopate under Louis X
IV

, N
ew

 H
aven/London: Y

ale U
niversity Press, 2114, pp.214-215.

	
Ibid., p.441.

	
Ibid., pp.411-412.

	
Ibid., p.459.

	

例
え
ば
、
ニ
コ
ラ
・
フ
ケ
の
下
で
財
務
顧
問
会
議
書
記
官
（secrétaire du Conseil royal des Finances

） 

を
務
め
た
財
務
取
扱
人
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・

エ
ロ
・
ド
・
グ
ル
ヴ
ィ
ル
は
死
刑
を
宣
告
さ
れ
（
後
に
赦
免
）、
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
ヤ
ル
運
動
で
名
高
い
ア
ル
ノ
家
の
一
員
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
政
策
に
携

わ
る
と
同
時
に
パ
リ
で
の
サ
ロ
ン
活
動
に
も
精
力
を
傾
け
た
シ
モ
ン
・
ア
ル
ノ
・
ド
・
ポ
ン
ポ
ン
ヌ
も
宮
廷
を
離
れ
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
司
教
区
に
逃
れ
る
。

	
Bergin, Crow

n, Church and E
piscopate under Louis X

IV
, p.199

	
Loc.cit.

	
« Lettre de Pierre de Bonsy à Colbert, datée du 16 janvier 1662, à Béziers », in: D

epping 

（éd.

）, Correspondance adm
inistrative 

sous le règne de Louis X
IV

, tom
e I, Paris: Im

prim
erie nationale, 1851, p.55.

	
Bergin, T

he M
aking of the French E

piscopate, 1589-1661, p.382; p.581.
	

大
司
教
管
区
を
越
境
す
る
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
の
影
響
力
は
、
同
時
代
の
宮
廷
貴
族
や
教
皇
大
使
も
認
識
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
宮
廷
内
部
に

は
彼
が
南
フ
ラ
ン
ス
で
政
治
的
・
宗
教
的
権
力
を
強
め
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
意
識
が
存
在
し
た
。
事
実
、
彼
の
後
継
の
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
職

に
は
、
南
仏
出
身
で
サ
ン
＝
パ
プ
ル
司
教
と
し
て
既
に
地
元
に
影
響
力
を
持
つ
ブ
ル
ジ
ュ
司
教
の
ジ
ャ
ン
・
ド
・
モ
ン
ペ
ザ
・
ド
・
カ
ル
ボ
ン
を
指
名
し

て
ボ
ン
ジ
の
影
響
力
を
中
和
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
も
あ
っ
た
。
結
局
、
ジ
ャ
ン
自
身
が
こ
の
案
に
躊
躇
し
た
た
め
、
彼
の
弟
で
サ
ン
＝
パ
プ
ル
司
教
を

継
い
で
い
た
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
モ
ン
ペ
ザ
・
ド
・
カ
ル
ボ
ン
が
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教
に
就
任
す
る
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ボ
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Bergin, Crow
n, Church and E

piscopate under Louis X
IV
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ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ン
ジ
は
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
改
革
派
信
徒
お
よ
び
「
新
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
」
に
対
し
、
慎
重
な
対
応
を
と
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼

ら
の
中
に
金
融
業
者
の
一
部
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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